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はしがき

「街なか居住Jとしづ言葉が、住居学や都市計画領域の研究者の前に登場してから、数年が経過し

ているうその問、いくつかの自治体では、住宅マスターフ。ラン策定時に、これまでの郊外一辺倒の新

興住宅地供給の施策をストッフJさせて、「街なか」に公共住宅を供給する手法を取り始めている-，中心

市街地活性化基本計画の策定、あるいは市町村マスターブρランの策定のタイミングと合うことによっ

て、「街なか」に住宅を供給していくことの正当性が、市民にもコンセンサスを得やすい状況になって

きたことは明らかである。

折しも、「コンパクト・シティ」というキーワードが、ここ2.3年で、全国を席巻しつつあるつしかし、本

来、この言葉がヨーロッパで、用いられるケースとは、やや異なる捉えられ方をしている事実がある。コ

ンパクトとしづ言葉が一人歩きをし、単に形態論や規模論に陥ってしまっている事例も多く存在してい

るごしJうも、地方都市においては、それに関係する施策として、とりあえず、中心部に住宅を供給すれ

ばいいとし、う、短絡的な考え方にたどり着きつつあるO

また、一方で、、高齢社会における地域施策の切り札として、福祉的観点からの都市計画が必要とさ

れている現実があり、高齢者居住を「街なかJでとしづ発想が、様々な場面で登場してきでいるc高齢

者をターゲ、ットにして、「街なか」を活性化させ、都市の持続可能性をもたらすとし、う思いが、全国の地

域計画担当者を突き動かしていると言えよう。

しかし、このような一種のブームの中で、「街なか」に、高齢者を居住主体に想定した集合住宅が、

半ば公共的に供給されてして場合に、ややもすると、単なる居住空間の提供に終わり、生き生きとし

たライフスタイルを「街なかJに出現させることとはかけ離れた、住宅施策を実施してしまう危険性が内

在している。福祉とは名ばかりの、単にバリアフリーを心がけた集合住宅が「街なかJに無機的に立ち

並ぶ姿は、けして、コンパクト・シティの目指す中心市街地のイメージではないο 今こそ、「街なかJに

供給される集合住宅には、空間の質と新たなシステムが必要とされるはずである。

そこで、本研究では、地方都市において、「街なか居住Jを真の意味で都市の持続可能性を高める

ための施策として、高齢社会で実施してし、くために必要な論点を、多様な調査から明らかにし、その

上で、公共住宅政策で実施すべき課題を分析している。
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第 1章序論

1 .本研究の背景および目的

「街なか居住jという設業が、住居学や都市計画領域の研究者の前に登場してから、数年が経

過している。その関、いくつかの自治体では、住宅マスタープラン策定時に、これまで、の郊外一辺

倒の新興住宅地供給の範策をストップさせて、「街なかJに公共住宅を供給する手法を取り始めて

いる。中心市街地活性化慕本針麗の策定、あるいは市町村マスタ…プランの策定のタイミングと合

うことによって、 f街なかJに住宅を供給していくことの正当性が、市民にもコンセンサスを得やすい

状況になってきたことは明らかである。

折しも、「ロンパクト・シティJというキーワードが、ここ2，3年で全国を席巻しつつあるむしかし、本

来、この雷葉がヨー口ッパで、用いられるケースとは、やや異なる捉えられ方をしてしも事実がある。

ニコンパクトという雷葉が一人歩きをし、単に形態論や規摸論に陥ってしまっている事例も多く容在し

ている。しかも、地方都市においては、それに関係する施策として、とりあえず、中心部に住宅を供

給すればいいという、鎧絡的な考え方にたどり着きつつあるc

また、一方で、高齢社会における地域擁策の切り札として、福祉的観点からの都市計画が必要

とされている現実があり、高齢者居住を「街なかjでとしづ発想が、様々な場面で登場してきでいる。

高齢者をターゲ、ットにして、「者なかJを活性化させ、都市の持続可能性をもたらすという思いが、全

国の地域計酉担当者を突き動かしていると言えよう。

しかし、このような一種のブームの中で、 f街なかJに、高齢者を居住主体に想定した集合住宅が、

半ば公共的に供給されていく場合に、ややもすると、単なる居住空間の提供に終わり、生き生きと

したライブスタイルをf街なかjに出現させることとはかけ離れた、住宅施策を実施してしまう危験性

が内在している。福祉とは名ばかりの、単にバリアフリーを心がけた集合注宅がf梅なかjに無機的

に立ち並ぶ姿は、けして、コンパクトシティの話指す中心市街地のイメージではない。今こそ、「衝

なかJに供給される集合住宅には、空間の質と新たなシステムが必要とされるはずである。

そこで、本研究では、地方都市において、 f街なか居住Jを真の意味で都市の持続可能性を高め

るための艦策として、高齢社会で実施していくために必要な論点を、多様な調査から明らかにし、

その上で、公共住宅政策で実施すべき課題会分析していくものである。

「街なか」に住まうことを対象にした研究は、都市住宅学会が存在している意義からも自明なよ

うに、建築学、家政学、社会学、都市許覇、福祉等の様々な学問領域が重なるところで、進めちれ

てして必要がある。「衝なかJのライブスタイルを、 f街なか居住jとしづ都市計画的社会現象の発生

を機に関い直すプロセスが、本棋究では必要になってくるはずであるO したがって、本研究では、

住宅供給者に対するヒアリング調査や議論を始めとして、実際にf簡なかjに居住する人々に対す

るアンケート調査、また、かつて新興住宅地として郊外部に登場し、今はオ…ノレドタウン化した地域

居住者に対しての意向調査等を実施する中で、 f衝なか居住jの需要と供給の関係性や意識の上

でのズレ等を明らかにしたしせ考える。一方で、新たな都市居住のスタイノレとしての、コウ・ハウジン

グの可能性についても、先進事例の実態調査、あるいは活動を行っているグループへのビアリング

会実施してして中で、解明してしてこととなる。
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このような、学際的な手法をとる研究は、かつて工学部建築学科で都市計画老研究していた立

場か仏教育学部の家政学科住居領域に移り、建築および都市計澗とライブスタイル研究と者つな

ぐ立場となった申請者には、もっとも相応しく経験と能力を発衛できる内容であると考えるo

需要調査からは、高齢者を中心としたf街なかj回帰の関容が、大きな比率で、滞かび上がってく

るはずである。しかし、我々は、それに対応する質の高い居住空間を、だれもが提供される状況を、

来だに用意できないでいる。福祉行政と建築行政とが本来的立連携した施策は、特殊な先進事例

以外は、ほとんど生まれていないのが実態である。

本研究は、その部分に明り込んで、「街なかJに供給される新しいスタイルの居住空間の必要性

と可能性を、本研究で明らかにすることとなる。それは、単なるブームとしての「街なか居住J志向を、

現実的にパックアップする新たな施策捧系の提案につながると同時に、「衝なかJに生き生きとした

ライフスタイルを登場させる契機にもなるはずである。

住宅マスタープランの政策課題等を明らかにした住宅政策分野における研究、あるいは中心市

街地における居住空間の再踊プロセスをトレースした都市計画分野の研究、コレクティブあるいは

コーポラティブ、といった新しい協同居住のスタイルを解明する家政・建築領域からの研究と、それ

ぞれ、個別の現象、事例を分析した研究はこれまで、も整場している。しかし、「衡なか居住Jというテ

ーマに焦点を絞り、それぞれの分野から必要とされるアプローチをとりながら、「街なか居住jの質

をレベノレアップさせるためのフィールド研究は、ほとんど存在していない。また、先進事例となるいく

つかの特殊解も、現状では萌芽的な段暗にあり、本研究が客観的に比較分析を行うことにより、現

時点での課題を明らかiこすることができると考える。

2.研究対象としてのf梅なか居住jの意味

ここに来て、地方都市においては「衝なか居住j が都市政策の重要なキーワードと

して浮かび上がってきている。住宅マスタープランには必ず盛り込まれ、また国土交

通省が推奨する高齢者優良賃貸住宅を街なかに建設する事例も盛場してきた。多くの

先進事例は、入居者が殺到する形で、二匹自のドジョウを狙う人々を躍起させている。

折しも高齢社会の真っ只中にあり、居住政策と福祉施策安合棒化した複合施設が、

一種のブームになりつつある。中心市積地活性化基本計画によって生み出されたすM

Oも、そのような戦略にタイアップする機能をいかにして持つべきか、様々な地方都

市で模索中である。その中で最も代表的な事例が、長野県飯田市のTMO飯田まちづ

くりカンパニーにおける分譲集合住宅の建設であろう。中心市街地活性化の切り札と

して、他の機能との接合化安狙った集合住宅が市街地内に誕生していくこととなる。

しかし、都市計画研究者として、このブームとも言える現象の中で、その流れに任

せているだけでいいのかという疑問が生まれてくる。居住を切り札に、中心市街地の

演出をするような中途半端な擁策に陥る危険性はないのか。地方都市の持続可能性在

真剣に考えた上で、新たな都市講浩のあち方を提起することなしに、効果的な手法に

走っていいものなのか。
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地方に存在する非戦災型の城下町都市の既成市街地内には、プレモダンの痕跡が現

前に確実に存在し続けてきている。すなわち、戦災や震災のようなドラスティックな

転換が、外部入力として登場してこなかったことにより、そダンの都市計画哲学に内

包される限界や歪みが、市街地内部に様々な場面で登場してくることになるのである。

中央が策定したモダンの都市計画のマニュアルをパイプ、ルとしながら、プレモダン

からモダンに脱皮しようとしてきた地方都市のこれまでの都市計画の姿勢は、プレモ

ダンの有する豊かなローカリティを徐々に失いつつ、行き先のないモダンの都市形態

に着実に向かっていく姿に他ならない。地方都市においては、そのようなモダニティ

と口ーカリティとを共存させる手法というよりも、その対立を避ける発想に向かうこ

ととなってしまい、それは結果的に都市のぶざまなスプロールにつながっていくこと

となった。

城下町から出発した地方都市の場合、中心市街地内部の土地の権利関係の錯綜した

状態が、都市計画を進めていく場合には大きな障害となり、かなり強引な区画整理や

再開発手法を投入しない限り、簡単には解が求まらない状況に追い込まれてきている。

しかもそれは、地方都市のフヲンジ部分において、農業政策とのコンフリクトを生

み出し、しかも成長神話ともいうべきそダンの都市計画哲学によって、農地は、半ば

大義名分的に市街地に組み込まれていくこととなった。まさに、我が国の地方都市は、

そダンの都市計画の御旗のもとに、中央がその摂界を感じつつ方向転換を始めた時点

にあっても、依然として拡大路線をとり続けているのである。

そこで待望される非成長の都市計酪哲学こそ、ここ数年、様々な場面で登場するこ

とが多くなったコンパクト・シティ論である。

しかし、果たして、地方都市は、この概念の本質をしっかり盟腐した上で、各種施策を

進めていこうとしているのであろう方、

中心市街地の空洞化対策として、商j宮前活性化を目的に、商工部局や都市計画サイ

ドが、様々なメニューの中から効果的な手法を選択しようとしている一方で、その衰

退化の大きな要因となっている郊外型活舗の立地を促すような、郊外型の土地区画整

理事業を平然と推進している地方都市は、極めて多いはずである。あるいは、拡大戦

略と中心市帯地活性化とのジレンマを感じつつも、バランス感覚で施策を進めていく

しかない、地方都市の行政担当者がいる。

農業と共存する形の多くの地方都市では、議引きという都市計画のツールそのもの

が、都市の拡大ベクトルと農業政策とのバランスを左右する大きな力を持ってしまい、

それが都市計輔の中心課題になってしまっている感がある。その中で、現代の農業問

題から発生する農地の流動化を、ある意味で市商化区域外に力を持てない都市計画が、

結果的に進めてしまうとしヴ悲劇が、往々にして発生しているのである。

成長拡大の都市計画哲学にあって、ツールとして辛うじて抑制鑑策を進めていこう

とした「線引きj は、非成長の哲学が成立していない場面では、どうしづ形態にでも

利用されてしまうのである。
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特に、地方都市は、拡大戦略により過疎からの脱却、自治体経営の正常化を目指す

しかなかった。そのような状況にあって、コンパクト・シティと呼ばれるような非成

長哲学による都市計画政策を、地方都市は本当に導入できるのであろうか。あるいは、

それによって、中心部の活性を取り戻せると、短絡的に論じてよいのであろうか。

そもそも、コンパクト・シティ論は、地方都市の中心市街地に本来のライブスタイルが

存在し得る可能性を、再度見出そうとするもので、あって、郊外に広がったライブスタイル

の単純な在定ではない。中心市街地で成立するライブスタイルの確立、苦い換えれば、中

心市街地内に多様なライアスタイルの選択肢がしっかりと用意されるためのまちづくり。

それがコンパクトーシティの本質的意義である。

のような中にあって、二コンパクト・シティ実現の鍵として各地の先行事例に見ら

れる概念は、 「接合化Jである。市街地の拡大をしないかわりに土地利用の活性化を

図るためには、これまで単一の機能しか持ちえなかった都市空間が複数の機能を内包

し、しかもそれが額々の機能を発展させる形で共存していく形態を想定することが、

必要となってくる。しかもその場合のもう一つのキーワードとして、 f省なか居住J

が大きな意味を持ちつつあるG

モダンの都市計画が追い求めた純化の思想、と、その結果、無秩序なスプロールを押

し進めた地方都市の反省とが生み出した戦略といって良い。しかも、中央の大都市と

比べて、やや地価の低い地方都市においては、中心部における護合化はけして不可能

なものではない。

さて、冒頭にも述べたように、地方都前におけるコンパクト・シティ戦略の最も効

果的な手法として、 f街なか居住Jがクローズアップされてきている。外から来る人々

のために大規模な駐車場ピルをつくるくらいであれば、住み手を桓常的に確保するための

施策を検討すべきであるとし、う考え方が中心にある。

しかし、住宅ができれば、中心市街地がすぐに活性化するほど、話は単純ではない。居

住者に提供する街なかのサービスや文化を、再構築する努力を中心市街地がしなければ、

単なる居住空間が乱立するだけの地域になってしまう。

椙祉を複合させる取り組みが、全国各地で意欲的に始められてきている。しかし、住宅

政策において福祉をテーマにした場合、ほとんどのケースが高齢者・揮害者を住み手とし

て位置づけた施策に行き着くことになる。ハンディキャップを負った人々に対する「やさ

しい施策jを、我々は短絡的に福祉擁策と勘違いしているc いまは元気な高齢者や鰭常者

が、快適な生活を送ることのできる環境を整錆することこそ、本来は播社政策ではないか。

それを、街なかで実現することを本格的に考えていく視点がないままに、単に受けのいい

福祉を荷なか居住に複合させる取り組みは 悲b惨な結果寄生み出すことになりかねない。

キーワードは f選択鼓j 、あるいは f多様性j ではないか。それは、まさに都市が

本来持つはずの魅力でおる。それが少しずつ低下してし、く事象こそ、都市のスプロー

ルであ号、中心市街地の空洞化で、あった。街なかに多様性を生み出す方策として居住

空間が霊場した時、地方都市の持続可能性が保証されることとなるのである。
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3.研究の方法

上述の研究目的および現況の整理より、本研究の方法としては、以下の内容で実施した。

1) r街なか居住J先進事例に対する実態調査

東北地方に存在する先進的事例として、以下の3つの集合住宅について、建設主体に

対するヒアリング調査を実施する。

(1)公共施策として福祉との複合建築物を建設した事例

仙台市高齢者優良賃貸住宅「グ、ツドライブ長町J

(2)民間デ、ベロッパーによる特定優良賃貸住宅

いわき市高齢者対応型特優賃「シティハウス新川町J

(3)医療施設との複合による民間賃貸集合住宅の先進事例

秋田市「メデイカルモーノレ仲小路J

2) 街なか居住者の意識から見た「街なか居住Jの可能性の把握

東北初の建設事例として知られている弘前市借り上げ公営住宅「大町住宅Jの居住者

に対するアンケート調査を実施して、その選択動機や住環境評価に関わる設問を用意

することにより、そのような公共住宅政策の必要性を明らかにする。

3) 地方都市における「街なか居住Jに関わる施策の実態調査

東北地方の全63都市において、企画サイドに対する総合計画における「街なかJの位

置づけ、都市計画担当に対しては、都市マス上の「街なかJ施策の有無、住宅部門には、

公営住宅ストック計画の内容および「街なかJ施策の可能性、また福祉部門に対して、

「街なかJと連携する施策の必要性と可能性を探るアンケート調査を実施する。

4) 郊外型住宅地における「街なか居住Jの将来的需要把握調査

青森県八戸市における郊外型一戸建て住宅地の居住世帯に対して、将来的な居住不

安および街なか暮らしへの期待、あるいはその際の居住空間の内容に対してアンケート

調査を実施する。一方で、比較的郊外部に立地する公営住宅階層に対するアンケート

調査も併せて実施する。ここでは、多少の家賃の上昇があったとしても、街なかの公共住

宅に居住を希望するニーズの発掘と、それに対応するサービス機能の可能性の検討を

行うこととなる。

[関連文献] (すべて拙著による)

1) ポストモダンの地方都市論， 日本建築学会都市計画委員会， 1995 

2) コンパクト・シティにおける複合化の発想， 日本建築学会都市計画委員会， 1998 

3)持続可能な地域計画のためのまちづWくり教育の可能性一土手住専科における実践と

その評価一，日本都市計画学会都市計画論文集， 1999 

4)地方都市で非成長は許されるか一現実論としてのコンパクトシティ，日本建築学会都

市計画委員会， 2000 

5)真の成熟を目指す地方都市とは，日本建築学会都市計画委員会， 2002 
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第2章先進事倒にみる「街なか居住j の必要性と可能性

1 .高齢社会に対応した賃貸集合住宅

~仙台市高齢者向け優良賃貸住宅 グットライフ長町を事例として~

( 1 )仙台市高齢者向け使良賃貸住宅の概要

仙台市高齢者向け擾良賃貸住宅制度(以下、高優賃)とは国の f高齢者の居住の安定確

保に関する法律〈平成 13年法律第 26号)Jに基づく制度である。良好な居住環境を備えた

高齢者向け賃貸住宅について市が認定することにより、整備費祷助金、家賃減額播助金、

所得税・法人税・閤定資産税の稜遇措置を受けられる。このような制度は全国各地で作ら

れ始めているが、柏台市で特徴的なのはその優先権を「街なか居住j を進めるためのもの

に与えたことである。

信台市都市整慌居住宅宅地部住環境整需課が平成 15年5月に計画案を募集した擦の応募

要項にはそれがはっきりと表れている。仙台市では、提出された計額案に対して選定基準

により得点を与え、最低基準の 50点以上のものから募集戸数の範囲内で合計持点の高い順

に選定する。そして、この選定基準にはポイントが 3つある。

まず、立地要件についてであるが、番号 1では最寄較からの哀線距離が 500m以内、また

は仙台市中心市街地活性化基本計闘区域内である場合は 25点、 1回以内で、ある場合は 15

点を与える。選定基準の項目が全 19項目ある中で、これ以外の項目の最高点が 16点である

ことを蕗まえると、 f者ぎ

なか居住jに直結す

るこの項目が非常に

盤整であることがわか

る。また、特に生活関

連C、Dの項目では

公的機関が数多く列

されているため、

f街なか居住jの最大

のメラットである日常生

活関連施設が近くに

あるということを考えた

場合に、的台市は公

共施設の利便性を重

視していることがわか

るむ

立亀要件(48点}

司書
-積 目

点
号 数

lもより駅{※1)からの進議1ti灘

最高25点 50加以内，文は仙台市中心市街地活性化基本計醤対象箆域機2)内である場合 25 
11始以内である場合 15 

2用途地域種事

.高3点住居専湾〈第一種低層，第二種抵底第一緩や穫量第二種中高層}地域内に建 3 
織する場合、文は地震計画等により.住宅設と絃会福被旗艦等以外の燭途を揖援
している場拡襲.齢層区犠に建綾する場合 咽.

3接選状誕

4生量量活高高回126z連点集薗il前生置活首の量圃輯薗拠便の盤幅隠員《滴拙が院泊6以抽-内E凪暗に上各所申組.髭合がある・なt-l.合}
2 

3施般以上ある場合 2 
i又は2擁護ある場合

生活欝違E ゆl食業限用品の販売司I:~主たる目的とする庖鋪， 10施稜以上ある織合 2 
{※ただし駅構内の高績は含まない}5篇段以上ある場合

生活関連C 〈島市震むが・ 3ミzニ予4-t)ター・湾建館・児震を汐酬のいずれかがある場合

@盟書館がある縫合

@市役所・鉱役所・総会支所・行致，醐t'lt汐ーのいずれかがある犠合

告小学校がある場合

争中学校がある場合

生活関連D 母保務所・幼緩慢のいずれかがある場合

ゆ郵便局・銀行等のいずれかがある場合

H幅陪E》糟予.'f4人Vト4保ピ9健ヌタ危量ー〉・，置h老がが人ああ掴るる祉場.を汐合合ωのいずれかがある樋合

その他 問種の橿農業貸住宅がない繕合 2 

口
口

口

ロ

話
口
口
口

g
g
口
口
口

B
口
口
口
ロ
ロ

議 I rおより寂jとは，鎗台?宮高速鉄道湖:1:...IJ. (鈴車種If>.)XI孟東日本鉄道線食会社祭事曜の語障のうちもっとも餅慣

績に遣いものをといいます

費量 2 総台市中心市街地積像化遵*It.対象広域:6ぺ叩ジの中心市街場議後化緩本袋鎗対象器t.毘を嘗療して"'F~きい

灘 、より尽から，喜鈴m.l旭区域の.聞についてほ.総務釜.馬住宅司E繍錫住環境益信銀銭;t付けo>llISで鎗.して下さい
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次に、建築要件であるが、番号 12では立地要件の項目に含まれる先に述べた生活関連施

設またはその他の社会福祉施設等との一体的整備をする場合整備する施設の数に応じて 2

，....，_.6点の点数を与えている。このことから、仙台市では街なか居住のための住宅を作る場合

に、居住施設と生活関連施設の複合型建築物の誘導を積極的に推し進めていることがわか

る。また、立地要件との関連性でいうと、居住施設や生活関連施設の街なかへの集積を目

指していることがわかる。

3つ目のポイントとして、街への貢献を重要視していることが挙げられる。街なか居住は、

街に住み、街の生活を楽しむことで初めて成立する。そのための重要要素である地域コミ

ュニティ、景観の向上に貢献するものに点数を与え、街づくり政策と都市計画政策を一体

的に解決しようとする姿勢がうかがえる。

霊祭要件(19点)

番
項 目

. 点

号 数

12 4の生活関連施設 (Aの①.Bの①.Dの①から⑤までのいずれかの項目に掲げる施設)文は

その他の社会福祉施設等との一体的整備

最高6点 3項目以上の施設との一体的整備する場合 6 
2項目の施設との一体的整備する場合 4 
1項目の施設との一体的整備する場合 2 

13 住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能表示制度の利用

最高4点 「設計住宅性能評価書J，r建設住宅性能評価書Jの交付を受ける予定である 4 
14 シックハウス対策(内装材等仕様) 〈※ 1) 

量高5点 JAS.JIS : F官官官官の公的規格晶を標準仕様とする 5 
JAS. JIS : F官官官の公的規格晶を榎準仕犠とする 3 

15 屋上緑化率(建築面積に対する屋上部分等で緑に覆われた部分の割合〉文は、壁面緑化率

(建物の張り間方向及び，けた行き方向の見付け幅の合計の2倍に対する緑化した部分の

長さの割合) f 

最高4点屋上緑化率50%以上文は、壁画緑化率20%以上の場合 4 
屋上緑化率20%以上文は、壁画緑化率10%以上の場合 2 

口
口
口

ロ

ロ
ロ

ロ
ロ

建lシックハウス対策に係る改定建集基事法が平成 15年 7月 1日から施行されます

その他の要因(8点)

番
項 目

点

号 . 数

17 コミュニァィー活性化

最高4点 集会所，児童遊園，オープンスペース等の 2種類以上の施設を整備した場合 4 
居住者や地域住民の良好なコミュニティー

の形成に資する施設を整備した場合 1種類の施設を整備した場合

18 地域景観向上

最高2点景観的に配慮するなどして，地域景観の向上に配慮した場合 21 
19 地域防災への貢献

最高2点|耐火構造の住宅として地域防災性の向上効果が期待できる場合

ロ

ロ

ロ

ロ
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敷地要件(27点)

番
項 目

. 点
号 数

5敷地の面積

最高4点 3000ni以上の場合 4 
2000ni以上の場合 2 
1000ni以上の場合

6共同化

最高2点現在建物がある 2宅地以上の宅地(所有者がそれぞれ違うものに限る)を共同 2 
化する場合

7緑地率(敷地面積に対する緑に覆われた部分の割合)

最高6点 20%以上の場合 6 
10%以上の場合 4 
5%以上の場合 2 

8日;影に関する配慮

最高6点 ①およとゆいずれにも該当する場合 6 
①または②いずれか一方に該当する場合 3 
業 ①敷地境界線を超える範囲において，建築基筆法に定める日露骨間〈以下『日影時間J

という)が，同法別表第4 (に〉欄上段に定める時間以上となる毎分を生じさせない.た
だし.商業地域にあっては，近隣商業地域にあるものとして，日露崎聞が同法別表(に〉
欄の上段に定める基準に適合するものとする.

議 @激地境界線からの水平距障が5ß-~"を超える範囲において.日露崎聞が同法別表第4
(に)割下段に定める時間以上となる部分を生じさせない.ただし，薗露地績にあっては，

近瞬商業地域にあるものとして，日影時聞が同法別表(に〉・の下康に定める基串に適合
するものとする.

9広場等の整備率(広場，児童遊園整備面積の敷地面積に対する割合) . 
最高3点 10%以上の場合 3 

5%以上の場合

10 雨水流出抑制

最高4点降雨1時間当たり，敷地面積10伽riにつき0.5m3の雨水を浸透または貯留できる施 4 
設を設置する場合

11 再生資材の使用

最高2点舗装工の路盤材.7]..71併合材，土木構造物の基礎砕石・裏込材等に再生資材を 2 
使用する場合

口
口
口

ロ

口
口
口

ロ
ロ

ロ
ロ

ロ

ロ

(2)行政担当者へのヒアリング調査から捉えた高優賃の可能性と課題

なぜ、このような点数制度を設けたのか。それには高優賃制度以前から存在する特定優

良賃貸住宅制度(以下、特優賃)への反省がある。仙台市では平成 13年度から都市計画サ

イドで「都心居住」としづ言葉を使って「街なか居住」への取り組みを始めた。その最初

の事業が特優賃の優先権を「街なか居住」に与えることで、あった。現在、特優賃は、中心

地・交通機関から離れれば離れるほどよほど住宅のグレードを上げない限り空家率が高く

なる傾向が出てきている。そこで、平成 15年 5月の高優賃の募集(同時に特優賃の募集も

している)では街なか、あるいは街なかへのアクセスが容易な場所へ立地させるような点

数制度とした。実際、ここで点数を取れない案件については高優賃として認定されるのは

難しい。

現在、仙台市高優賃に認定され入居開始している物件は、グットライフ長町とアイ・フ

ローラル中野の 2件である。 2事例とも、同一業者が市役所と地主の聞に入りコンサルティ
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ングし、捜合型施設となった。これは、街なか居住における利梗性安高めるのは初論のこ

と、現在の社会 e 経書情勢では賃貸住宅だけでは事業として採算が取れないためである。

そのため、位台市としてもこの状況を認識し住宅に必要なサービスがくつついて事業とし

て或立していく認識を事業者に持たせるために、先にあげたような点数制度となっている。

しかし、計画地によって貸しゼルがいいのか高饗貨がいいのかをしっかり判断する必要が

ある。何故なら、空き家は才一ナ…のリスクであり、事業が成立しないと住環境が荒廃し

ていく可能性があるむ現在、実擦に入居者がいる高鑑賃、計間中の高優賃は福宗i上の空白区

にできているため、問題にはなっていないが、今後については予期不能で、ある。位台市で

は、事業者同士の競合を避けるために、効果的な重点地域を決めてこの事業を進めていく

ことも考えているようである。

ところで"， 11出会市初の高糠賃であるグットライブ長町について、仙台市としては、次の

ような評舘をしている。

fグットライブ長町は住宅政策から考えれば先進事例となるが、荷づくり政葉から考えれ

ば間口いっぱいにピルを建てたのは問題があった詰もう少し周り在抱き込んで考えスペー

ス全作る必要があった。市として補助金を出す以上は、住宅のみならず街全体にも

持たないといけない。 j

f街なか居住Jは、ただ住めればいいというわけではないG 住居を中心として地域で快

適な生活が出来るかどうかを追求していくスタンスを位台市の行政担当者は有しているc

グッドライフ長町に続く形として、現在 3件のケースが協議中であるが、点数制度で優先

している土地や日照などの環境や樹に関かれた住宅、高齢者を荷へ出す方向に配車、された

ものという観点が弱し、という。すなわち事業者に都市政策と住宅政策が一体であるという

仙台市の認識が充分に理解されていない現状が浮き彫りとなっている。

(3) グットライブ長町の概要

グットライブ長町は、高優賃制度が法律ではなく要繰で、あった平成 12年度に計画が持ち

上がり平成 14年に入居を開始した仙台市拐の高纏賃である。イ出会市の副都心である太白

長町に位置し、地下鉄 f長町 1丁目j軟から徒歩 l分、

し利捜性に擾れている。

4号線の商!吉が立ち並ぶ中に位

このピノレは賃貸住宅と匡療、介護系の護合型施設となっている。 8'"'"'11階の高覆賃は官城

県住宅供給公社が一括し借り上げ、管理を行っている。 3'"'"'7階は、縄ベネッセケアが介護

専用型有料老人ホーム、デ、イサ…ピスセンター「ベネッセホーム・くらら長町jを運蛍して

いる。そのiまかに、 1階にこのグットライブナ長町のオーナーである小泉薬局、高齢者食事

サ…ピスを行う NPO法人 fシニアネットワーク位台J、2階に口インパ…キング、 3暗に内田

クリニック、 24時間保育園が入居している。

8措以誇の住宅部分はAからGの7タイプある。住戸占有面積は最小の日タイプで 38.49

ぱ (11.64坪)、最大のGタイプで 52.81 ni (15. 97坪)である。住戸の設錦、仕様について

は国及び拙台市で定められた基準に基づいている。また、各住戸の洋室、トイレ、浴室には

9 



緊急通報・安否確認システムを設置し緊急時に押した場合、一定期間動きがなかった場合に

は自動的に作動するようにしている。このシステムが作動すると建物内に常駐する生活援助

員 (LSA)に通報される。現在、 LSAは 3階に入居する 「ベネッセホーム・くらら長町」が

仙台市との間で業務委託契約を結び派遣している。

仙台市高齢者向け優良賃貸住宅
8階-11階 総戸数 27戸

グッドライフ長町-緊急通報・安否確認システム設置
-生活後助員(LSA)常駐[平日昼間]

借上管理者宮減県住宅供給公社
のご案内

自-11階 m 022(261)6165 
FAXOtt('.).l;1 )0&31 

介纏専用型有料老人ホーム
ベネッセホームくらら長町

4階- 7階全個室55室
劇ペネッセケア m 022(748)1165 建祭主 側小泉ファーマシー

4-7階 総合企画 働財産3汁 H4け.'，f? -， 

デイサ}ピスセンター 保育園 (24時間運営) 内科・外科・循環器科・呼吸器科
ペネッセデイサービスセンター長町 チャイルド・アミイ うちだクリニック

胸ベネッセケア センコンフ才一ト蜘 院長内田直樹
3陪

m 022(748) 1171 m 022(748)0756 m 022(748)0567 

タイムズグッドライフ長町駐車場 パーク24劇 (24時間有料時間貸駐車場)

2階

契約
長町一丁目商賠街振興組合

駐車渇 タウンモビリテイ
実施也カ

タウンモピリティ・インターナショナル船台
1. m 022(247)6522 

7リーゲイ怜0120・∞-8924

高働者食事サービス
ぽけっと ・はうす

m 022(249)1522 

玄関

-システムキッチン¢咽
理由・量降、置童g.
圃低コンロを揮用
・システムキッチン申水
盤量昆隊レバー11:_
作習しやすも曜紙

・-・化.....・掴橿
lIIl1圃勘火拠纏錨・-
スプリンクラーを・・

寂怠遍・-

安否・E・・e-，・..トイレ、潜車
1<:1:もし‘申岡国た・b血事畠量・ti'司'
Uボタン・f.・

・-Jr.園入居・fQ).
~ti'忽かった.古E
自・闘に量・されま
す.
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仙台市のデータによると、平成 15年 9月現在入

居しているのは 27世帯 31人であり、夫婦世帯は 4

世帯のみである。世帯主の最高齢は 92歳、最低は

61歳、平均すると約 72歳である。(右表:入居応

募者の年齢)

2 

060歳代 70歳代 80歳代 90歳代

12 

10 

入居応募者の年間総収入

051~100万 101-150万 151-200万 200万以上

匡亙

匝亙

高優賃に入居する 60歳以上の高齢者は所得に応じ家賃の減額補助を受けることができ、

その結果として 5.6"'-'9.6万までの家賃で入居することができる。上のグラフは世帯主の年

間総収入表であるが、最低は約 55万、最高は約 523万であり、平均は約 178万である。ま

た、勤労所得があるのは 2世帯、全世帯が年金を受給しているため、ほとんどの世帯が最低

家賃である 5.6万で入居している。

前住地は仙台市中心に近接する市街地が 12世帯と最も多く、中心市街地に住んでいた人

は2世帯のみである。また、左グラフ中その他の 5世帯は神奈川県逗子市、山形県山形市、

牡鹿町、登米郡、塩釜市であった。前住の住宅形態については戸建住宅が 11世帯、集合住

宅が 16件である。

人数

12 

ロ中心市街地

・隣接市街地

口郊外

ロその他



(4)関係者ヒアリングからみた『街なか居住」の特性

3階のベネッセホーム職員で、グットライフ長町の LSAを勤める石田氏によると、仙台市

にはもう 1箇所アイ ・フローラノレ中野という高優賃があるが、交通の使、街への近さ、シ

ョッピングモールへの近さを考えこちらを希望する人が多い。また、ベネッセホームの代

表によると、高齢者が住宅や社会福祉施設を選択する際はもともと住んでいた地域との近

さが選択の l番大きなポイントになっているという。交通の便に関しては自ら利用するこ

とは勿論であるが、家族が東京など遠方で新幹線などでないとこられないなど、パックホ

ーンとしての家族の存在をどのように考えるかということも選択の際の重要なポイントに

あげられる。また、人生のライフステージの中でどのような位置づけにあるかも大きなポ

イントとなる。例えば、街への近さは閑静な住宅地を好むかにぎやかな場所を好むかとい

うことであり、自ら財産を処分してやってくる場合は最後の住処ということになる。

一方で、グットライフ建設に際し、仙台市役所とオーナーとの聞に入りコンサルティン

グした目黒氏は、このような複合型施設になった経緯について、次のように述べている。

「オーナー (1階の小泉薬局)は自身の経験からもともと高齢者介護に興味があった。また、

この地区にはバブルのころから介護系+住宅の複合型街づくりのプランニングがあった。そ

のため、構想時から高齢者対応住宅にするつもりで考えていた。当時、高優賃は法律ではな

く要綱で、あったが、高優賃の制度に対応させていくことも考えていた。しかし、スタートか

らこのような完成形をイメージしていた訳ではなく、現在の形になるとは予想もつかなかっ

た。住宅だけでいいのかと考えた結果、あれもこれもとこのような形になった。保育所の場

所は本来クリニックを想定していた。エアロピクス、美容室も考えていた。こちらから声を

掛けていったわけではないが、そのようなものであるならと様々なところが乗ってきた。」

オーナーの興味関心事と地域の福祉に対する関心の高さがこのグットライフという施設

につながったといえる。

では、入居者はどのような生活を送っているの

だろう。石田さんによると、入居から半年は設備

の説明が多かったという。 IHヒーターやシャワ

ートイレが使えないことや誤作動で緊急通報装

置が鳴ったことは度々あるそうだ。ちょっとした

間違いが多く、装置の機能自体が理解できていな

い。住民同士のコミュニケーションは、朝は毎日

ラジオ体操、昼は茶話会などと住人と相談して週

1回程度行っており、お互い情報交換の場として

いる。(現地調査当日は、 1階の薬局主催でお化

粧をする会がコミュニテイルームであった。)主

に参加しているのは70代以上で7'"'-8人ていどで

ある。 60代は自分で何でもやっているため参加

者は少ないという。このほかに自治会もあり、 2

13 

• • • 

• • • 



ヶ月に 1回懇親会がある。

町内会の行事には積極的というわけではないが、地域の庖にはよく行くため、そこで顔

見知りということはよくある。地域住民とは長町の特性上、表通りではなく一歩入ったと

ころに住宅街があるのでなかなかそこまでいって交流ということは難しいと石田さんは言

う。住人がよく行く場所として三越(一番町)が挙げられる。経済的に余裕のある階層が

居住しているものと思われる。また、歩いて 10分の距離に立地する図書館(太白区)も住

人がよく行く場所のひとつとして挙げられた。

(5)今後の課題

ところでこの建物では、複合型居住施設のメリットは活かしきれているのだろうか。ベネ

ッセホームの資料によると、デイサービスセンターの利用者は近隣の人が多く、オープン前

に内覧会には予想以上の人が集まったという。これは、今まで地域にそのような施設がなか

ったのが大きい。また、開設後も俳佃の電話が来るなど長町地区には受け入れてもらってい

ると考えられる。しかし、問題点もある。建物自体はバリアフリーであるが、ソフトの面、

保育所やクリニック、高優賃との交流については生かしきれていない点である。現状では、

たまに保育園の園児がデイサービスセンターに遊びに来る程度である。これは、たとえばイ

ベントを開く際のほかのテナントとの調整の難しさなどが上げられるが、逆に協力できるこ

とのメリットも様々あると考えられる。

今後の方向性について、目黒氏は「住宅に入る前は老人ホームとの区別がつかない人が

多く、社会的なポジションをまだ得ていない形態である。これから周知してし、く必要があ

る。また、公営住宅とは違ったステータスがあり、身体的にも、経済的にも高齢者の中の

中間層がグットライフの対象となるのではないか。」と述べている。元気な高齢者が様々な

施設を楽しみながら、「街なか居住」を多様に実践していくことが、このような複合施設を

活かしたライフスタイル像と言うことができそうである。そして、それをもっと事業者、

居住者、地域住民双方にアピーノレしていく必要があると思われる。
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2.民間デベロッパーによる特定優良賃貸住宅

いわき市高齢者対応型特優賃『シティハウス新川町」

(1)シティハウス新川町建設の経緯

シティハウス新川町(以下、シティハウス)は 2002

年 4月に福島県いわき市に完成した。JRいわき駅

から徒歩7分、かつては街の中心的な通りであった

新川町通りの一角に位置している。先にあげたい

わき駅のほかに各種公共機関に徒歩 10分以内に

行くことが出来る。いわき商工会議所など各種機関

が行った調査によると、シティハウス付近が総合的

に「街なか居住」にもっとも適しているという結果も

出ている。建物は鉄筋コンクリート 12階建てで、 1

階に医療・福祉系施設、 2階以上が集会所と通常

賃貸住宅、特定優良賃貸住宅。 12階が所有者で

ある鮒松崎設計代表取締役の松崎俊昌氏の住宅

となっている。

合併によりいわき市が誕生する前、まだこの場所

が平市であったころシティハウス周辺は街の繁華街

であった。特徴として商庖街には江戸時代からの区

、.、支
¥. ，、-
u 、、
L、そ
-‘A1 
t 

割りが今も残っていて、全体的に南側の間口が狭い。しかし、商庖街をはじめとした街は衰退し、こ

の地区で小学生は現在 5""'6人しかいない。

このような状況を打破するために商工会議所を中心に勉強会をしていた中で定住人口を増やそ

うということになり、「街なか居住」の取り組みが始まった経緯がある。そもそも、中心市街地衰退の

原因となっている団地は郊外の丘陵地にあり、交通の便が悪い。そのため、街なかへ戻りたいとい

うニーズはあり、そのような各種調査結果もある。しかし、いわき市の街なかには賃貸住宅がほとん

ど存在しない。このため、商工会議所の中心メンバーでもある松崎氏が先障を切って取り組むこと

になった。

(2)、ンティハウスのコンセプト

いわき市の中心市街地ではここ数年、分譲マンションが増加している。ある大手マンション建設

業者の調査によると、既に供給オーバーの状態にあるという。これらの分譲マンションの主なターゲ

ットは郊外に住む高齢者であるが、その総枠は決まってしもので需要の拡大は見込めない。このよ

うな状況の中で、 シティハウスは賃貸住宅を選択した。 賃貸でできるだけ多くの若い人を入れ、活

気のある街をつくる事が目的である。そのため、住宅のバリエーションは lLDK-3LDKとさまざま

用意されている。 また、特定優良賃貸住宅(以下、特優賃)の認定も受けた。当初は1棟全て特優

賃とする予定であったが、市役所との協議の過程で半分のみ認定を受けることとなった。建物自体
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はどの世代でも平均的に好まれるつくりにしているが、風呂など設備はすべて高齢者対応で作ら

れているため、高齢者が入居してもまったく問題はない。高齢者用の緊急通報装置も設置されて

おり、病院と特別養護老人ホームにつながっている。また、平面的な特徴として、居住スペースは

広めにとられており(最も大きな住宅で83.19rrfある)、窓は出窓形式になっている。

このプロジェクトでは、住宅のみならず、街全体の活性化にも配慮しており、敷地の隅部にあるポ

ケットパークは七夕祭りを行えるようにするなど、地域の潤い・安全・景観の要となっている。また、こ

の地区が医療施設の空白区であることから、建物の 1階には医療福祉施設が検討されている。

戸・ 1色分(到達料金)
2台目駐車場陸相讃!こ応じます。

・館蕩額面/24号ガス蕩講器
・洗面所/講面化艦台・洗遺書用防水J(ン
・便所/躍房便座
・浴室/ユニットI~ス 1418
・台 所/システムキッチン

-空調/エアコンリビング1室
・セキzリティー/才ートロヲクシステム連動-
TVモニター付をインターホーン

'TV共同受信設信IVHSUHS BS 
.ザッシ/断勲ザッシ ベアガラス
・ トランク・ J~ーム/希望者の中か5摘還にて

(別途料金)

建物 ・設備の概要

|DタイプI(2階~l部5附 i Cタイプ | |Bタイプ |σ階-11駒 lAタイプ I
38.14nf 56.93nf 79.63nf 83.19nf 
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キッチンはカウンタ一方式 このほかに収納が数箇所ある

出窓には様々な工夫がされている 窓からは中心市街地が一望できる

隣接するポケットパーク
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(3)シティハウスの居住実態

特優賞 通常賃貸

家族構成

1人暮ちし 。 10 

夫婦のみ s 3 
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では、これらの入居者はどのような生活を送っているのか。シティハウスでは入居の際に 1世帯

に1台の駐車スペースを割り当てている。しかし、実際は 1世帯 1台では足りない。 1台目は家族

用の多目的レジャー車、 2台目は日常生活用の軽自動車というように 2台以上の自家用車を所有

する世帯が多くなつている。このことはパンフレツトに「也2台目以降は相談に応じますJと書かれてい

ることからもわかるように想定内ではあつたようだ

ナ一である松崎氏も頭を悩ませている。本来は街なかを満喫するライフスタイルを想定した「街なか

居住」の供給ではあるが、駐車場の利用形態を見る限りにおいて、日常の買い物は街なかの大規

模商業庖舗、週末の余暇は車で郊外へという楽しみ方を実践しているものと思われる。

先に居住者属性として子どものいる世帯が比

較的多いことを述べたが、これは住宅内のコミュ

ニケーションの成立に役立っているようであり、お

互いの住戸を行き来する関係性も生まれている。

このような子どもの通学する学校を通じたつながり

は大きいものの、全体のつながりは弱く、住民どう

しのコミュニケーションために作られた集会所は

ほとんど使われていないのが実情である。

このため、現在1室はある建設会社に事務所と

して貸している。一方で、近隣の町内会に対して、

七夕やクリスマスなど行事があるごとに無償で貸すことにより、結果的に地域コミュニティにとっての

有効なスペースになりつつある。子育て支援で部屋を借りたいという人も出てきているようである。

(4)特定優良賃貸住宅の今日的限界

ここでは、事業主であり、設計者でもある松崎俊昌氏に対するヒアリング調査をもとに、本事

業のような民間型の住宅供給の課題をまとめることとする。

特定優良賃貸住宅は、景気低迷による地価上昇のストップから、全国的に供給が見込みに

くい形態になってきている。そのような現実の中で、仙台市のグッドライブ長町のように、複合

施設化をはかることで、その相乗効果として居住空間を提供していくスタイルが、 一つの階とな

っているが、よほどテナント問題がうまく解決できないと、民活単独での複合施設化は難しい。

また、このような事業は、土地の調整からテナント探しまで、長期間にわたって進めていくも

のであるにもかかわらず、窓口となる行政の担当者は短期間に変わっていくために、事業が思

惑通りにうまく進んでいかないという問題もある。制度を運用することにのみ行政職員の意識が

向かい、現実的な課題を理解し得ていないことが大きな問題である。

民間型の事業の場合は、理想的には、何人かの地権者が集まった再開発型の住宅複合施

設が望ましい。しかもその場合には、公共施設、福祉サービスなどと一緒にならないと、採算

的には厳しいものがある。

そのような限界を浮き彫りにする形で、いわき市の先進事例は現実と向き合っている。
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3.医療施設との複合による民間賃貸集合住宅の先進事例

~秋田市「メデイカルモール仲小路J--

( 1 )メデイカルモール仲小路建設の経緯

メデイカルモール仲小路(以下、メディカルモ

ール)は秋田駅から徒歩 10分、複合公共施設アト

リオンの裏側に商庖等が立ち並ぶ仲小路商庖街の

一角に 1999年 11月に完成した施設である。北側

約 80mには竿灯祭りの舞台となる広小路商底街

もある。建物は 6階建てで秋田県内初、東北地方

マも珍しい免震構造を採用しており、 1階から 3

階は内科などの診療所、 4階"'6階は高齢者に対

応した賃貸集合住宅という複合型居住施設である。

かつて、仲小路商店街の一角には秋田赤十字病

院(通称日赤病院)があり、ここへの人の出入り

を中心として商庖街が栄えていた。しかし、日赤

病院が郊外の新興住宅地である御所野地区へ移転、

し、救急医療センターや婦人会館も行動をともに

した。一方で、郊外型scの進出、不景気も重な

り、街はみるみる空洞化していった。

とはいえ、商庖街もただ手をこまねいていた訳

ではない。それまでバラバラに活動していた中心

街区にある 3つの商庖街は r2 1世紀を後悔しな

い会」を結成した。この会の提案者で、メディカ

ルモールを設計・管理するのが東京で建築事務所を開設している松野仁氏である。

メディカノレモールの建つ敷地は、以前、松野氏の父と母方の祖父が病院を経営していた場

所である。ここに医療施設と居住施設の複合施設を建設した理由を松野氏は次のように説明

している。

r 2 1世紀を後悔しない会で日赤病院の跡地利用がさまざま検討されていた。その議論の

過程で検討されたが削られたものの lつに居住施設と医療施設があった。居住施設は街なか

の地価や建設コストから採算が取れるのか、医療施設は駐車場確保の問題から削られていっ

た。そして、この会で、対象外になったものから何かをやろうと考えていたが、もともとこの

地で父が医者をやっていたこと、日;赤が移転したことで高度な医療施設がなくなったことか

ら専門家を集めた病院を作ろうと考えた。また、今日の高齢社会を逆手に取り、高齢者が楽

に暮らせる度NO. 1の街を作ろうと考えた。j

今でこそ福祉関連施設と住宅の複合施設建設の動きは各地であるが、当時としては画期的

な考えであった。また、現在の社会は高齢者と若い人が一緒に暮らせる社会ではない。それ
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を一緒に暮らすことによって教えなくても高齢者との暮らし方がわかる施設、バリアフリー

な施設をっくりたかったという松野氏の熱意も、このプロジェクトを立ち上げる大きな要因

であったことは間違いない。

(2)医療施設と居住施設のコンセプトと実際

O医療施設

1階から 3階の医療施設には平成 15年8月の調査時点で、

3つのクリニックと病理検査、エックス線検査を行う機関が

入居している。翌年度には婦人科を中心とした女性クリニツ

クが開設されることが決定している。

この医療機関部分の目玉として各診療所の事務的手続き

を簡略化するために別法人を作り、事務、カルテを一元化し

たことが挙げられる。このため、診療のための待合所も共有

である。しかし、残念なことにこのシステムの運営法人の不

祥事により現在は稼動していない。これについて松野氏は、

いずれは復活させたいと考えている。また、モールのクリ

ニックでカバーしきれない部分については病診連携を日赤、

大学病院等としているようである。

クリニック部分の今後について、松野氏は医師と薬剤師と

のコミュニケーションを円滑にする観点から、 1階の旧受付スペースに薬局を入れることも

考えている。しかし、医薬分業の観点から秋田県は難色を示しているという。

1階の平面図
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。居住施設

4措から S踏の賃貸住宅には現在 16世帯が入居している。この住宅の特徴としては、全

てワンルームにしたことが挙げられる。高齢者の生活上の一番の開題とされている火と鍵

の始末に対応するためだむこれに関しては、仲介した不動産会社には f住宅を探す人は部

麗の数を基準として物件を選ぶのでワンルームは売れないJと震われたそうだが、リビン

グが 20畳あるので家其で間仕切りできること、見通しがよいことなどから入居者には好評

で、あった。トイレ、パスは広めに作り、緊急、通報装置もつけるなど高齢者対応の使用が随

所に見られる。また、住宅自体はニーズに応じ吏に高齢者用に改造できるように配慮して

いる。

家賃は一番小さい部患で 7万円、大きい部屋になると 12万円、共益費 l万円。松野氏に

よると秋田の実勢よりは高いそうであるが、見学に来る人は意外に安いと受け止められて

いると開く。メヂイカルモ…ノレの近隣で、は埼玉県のヂィベロッパーによる新築?ンション

が分譲中であったが、その販売会社に対するヒアリングによれば、当該の分穣マンション

を賃貸にした場合には、 2LDKで約 11万 5千円の家賃にるという c メヂイカルモ…ノレは

秋田県内、東北地方でも先進事例のため、度々新聞やテレビ等のマスメディアで取り上げ

られ、建設中の見学者が多かったが、それ以外にも上述の割安感から、結果として居住擁

設部分は募集会開始した当初で 8割は壊まっていたそうである G 現在は満室であり、控室

の問い合わせが度々あるという。また、賃貸居住者から賢い取り希盟も出ていると開く。

入居者の農性としては、単身の高齢者が多い。 65設以上の高齢者がいる世帯は 9世警に

1.家族構成

l人暮らし

夫婦のみ

夫婦と未婚の子ども

夫婦と息子夫婦

2.前住地

中心市街地

近接する市街地

郊外

の抱

13 

1 

l 

1 

4 

51 

。
71 

のぼる。幼稚盟の子供を持つ若い夫婦もいる。家擦が仕事

を持っている世需は8世欝で、いずれも中心市街地に職場

がある。中でも特徴的なのは、中央から赴任してきた世帯

が 3'"'-4世帯あることである。飲食応衝が近く、街なかへ

の通勤に 5'"'-10分と近いことがその要因と考えられる。

前住地は秋田市内が 9世帯であるが、能代・男鹿等から

転居してきた惟帯もある。警かきが大変だということ、病

院に行くにもなかなかパスがない、上京した子供が帰って

くるときに秋田に住んでいた方が便利、そのような理由か

ら居住を選択している世帯が多い。また、秋田郡部に住む

世帯は、その自宅とは閉jの目的で賃貸契約をしており、ハ

ウスキーピングのために時々掃郷しながら、県庁所在都市における街なか生活を実践してい

るとのことである。(表中、本文中の蔚住者異性データは全て松野氏提供によるものであり、

表中の数字の単位は世帯)

居住者同士の日常のコミュニケ…ションは、お互いに鍵を預ける、頼みごとをするなど

しっかりした関係性が構築されている。クヲニックモーノレ内の医師も往診してくれるなど

診蝶施設が階下に存在するメリットも、居住者は十分に活用しているようである。ま

松野氏が予想、もしていなかったことに、患者のための無料ブリーダイヤル電話やロピーの
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自動販売機を居住者が利用するケースが多いと言う。

効果的に利用されているのは施設だけではないD 賃貸住宅に入居した高齢の単身女性は、

入居当初はすぐ疲れを口にしたが、近接するシティ・ホテルの水泳クラブに通うようにな

ってから、そのようなことがなくなったそうである。また、 2001年 1月 9日付けの朝畏新

聞秋田県版では、メヂイカルモールに住むある高齢者の日常が紹介されており、その記事

からは、街なかの生活を十分に楽しんでいる姿が問える。

@ 
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(3)居住者と衝との有機的関係

右の写真は、二階のクリニック部分の待合

室の風景である。壁に掛けている作品はこの

モール内のクリニックに通う患者が趣味で制

作しているものである。このように、メデイ

カルモール内では、病院の機能にとどまらず

ギャラリーとしての機能も随所に見られる。

開設当初は松野氏の側からこのような企画を

持ちかけていたが、現在では、例えば、この

作品を見た別の患者が、自分もやってみたい

という要望を申し込んでくるケースが多くな

ってきたそうである。

また、メディカノレモールでそのような企画が

行われているのを知り、クリニックで診察を受

ける必要性が無いにもかかわらず、ギャラリー

だけを見に来るという市民も増えてきており、

その延長上に展示希望を伝えてくる人もいる。

これに関して松野氏は、「もともと、ロビー

で小さい展示会、ミニコンサートなどを開けた

らいいと考えていた。これによって、病院の宣

伝にもなる。このような連携が新たに生まれてきたことが、おもしろい。Jと語る。

一方で、 4階以上の居住施設部分でも北側のアクセス通路脇に展示コーナーが設けられて

おり、現在は居住者も巻き込んで、植物や絵画により壁を飾っている。

(4)今後の課題

このようなメデイカルモールの現状について松野氏は「現状ではメデイカルモールは街

なか居住の特殊解。集合住宅だけでは街なかでやっていけない。医療モール部分の賃料は

できた当時より 2割程度安くなっている。また、付加価値がないと街に住もう、仕事をし

ようとは恩わない。空間に付加価値があれば、街を楽しむ要素になってくる。 wooらしく

ない』がいいのではないか。メデイカルモーノレも『病院らしくない病院』にしていきたい。」

と語る。街なか居住を成立させるための特殊解としての当該事例ではあるが、街なか居住

を支える普遍解の方向性を提示したケースであると見なすことができる。
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第 3章 衝なか居住者の意識から見た「街なか居住』の可能性と課題

1.弘前市営大町住宅にみる街なか居住の可能性

弘前市営大町住宅(以下、大町住宅)は、東北地方初の借

上市営(公営)住宅として平成 15年 4月に完成した。 ]R弘

前駅から徒歩 5分、駅前と中心商店街土手町との中間点に位

置する。建物は 6階建てで、 1階には新里保育園の分園、居

住者向けの集会所、 2階から 6階が借上の市営住宅となって

いる。

大町住宅は、一般単身者用 1LDK (住戸専用面積 43.20nf) 

が 5戸、一般家族者用 2LDK(住戸専用面積 63.25""'65. 51 rrf) 

が 25戸の合計 30戸で構成されている。駐車場は全戸数の 6割に当たる 18台が用意され、

うち 1台は身体障害者用となっている。家賃は他の市営住宅と同様、収入によって決められ、

一般単身者向けが 18，100円""'39，700円、一般家族者向けが 26，400円""'60，200円となる。

月額使用料金一覧

{単位:円}

構造、 収入分位及び月領使用料

間取り、 0- 123.001- 153.001- 178.001- 2∞.∞1- 238.001-

タイプ 123.000 153.000 178.000 200.0∞ 238.0∞ 268.000 

鉄骨造、6館建

1lDK 18. 100 21.900 25.900 29.900 34.600 39. 700 

一般単身者向け

鉄骨造、6階建 26.400 32. 1∞ 37.900 43.800 50.6∞ 58. 100 

2LDK 27. 100 32.900 38.900 44.900 51.900 59.500 

一般家族者向lす 27.400 33.300 39.300 45.400 52.400 60.200 

2-6階平面図
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中心商唐街からみた大町住宅(前方突き当たりにはJR弘前駅が立地)

~ ~ 

. り

歩行者専用道路に面した 1階部分には保育施設が入居
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2.弘前市借上市営住宅制度について

弘前市借上市営住宅制度(以下、借上市営

住宅)は平成 13年度に制定された。これは、都

市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第

2項に規定する市街化区域のうち、交通等の利

便性の高い地域に新築される民間の賃貸住宅

について、全棟または一部を 20年間市が借り

上げ、市民に市営住宅として供給するという制

度である。

僧上期間中

→|雌:民間|
l l一 一 争

回E塑 j 団主里」

この制度の特徴としては、借り上げる賃貸住宅の範囲を概ね中心市街地活性化基本計画の対

象区域、いわゆる「街なかJに限定したことである。中心市街地は地価が高いこともあり、民間の供

給する賃貸住宅は必然的に家賃が高くなる。しかし、民間市場では十分なサービスを受けることの

できない低額所得世帯および高齢者世帯にも、「街なか居住Jの需要は十分にあると考えられる。

借上市営住宅制度を用いて民間活力を導入することにより、これらの居住者層に対して、良質

な公的賃貸住宅を地域需要や政策課題に応じて供給することが可能となる。また、老朽住宅や庖

舗の建て替えの際に借り上げることにより、街の更新が図られ、街なかに活力を生む目的がある。

弘前市では、「街なか居住jの必要性を住宅マスタープラン、都市計画マスタープランに明示し、そ

のための具体的施策として、このような施策展開を続けている。

僧上国自問濁了

メ リット デメリット I

-行 政

-事業者

-中心市街地活性化・空洞防止化が図られる

-利便性の高い中心市街地に高齢者向けの公営住宅が建設

できる

-民間資金の活用で初期投資(土地取得費 ・住宅建置費 ・

設計費など)がなく公営住宅が整備できる

-空き家対策の心配が必要ない

・一般的な維持管理は行政に委ねることができる

.20年の借上げ期間中は行政から一定の収入{借上げ料)

が見込める

・建設費の一部(住宅共用部分・共同施設・高齢者向け設

備)に対して補助がある

-遊休地を活用できる

借り上げ公営住宅制度のメリットとデメリット
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.20年の借上11期間終了後に財

産(土地・住宅)は残らない

-建設賞金借入期間等の条件に

より、事業者が直後経営した

場合の収入と比較して減少す

ることもある



3.大町住宅居住者に対する「衝なか居住J意識調査

( 1 )はじめに

弘前市では、「弘前市借上市営住宅建設マニュアルJ(平成 13年 9月)の中に、街なか公

共賃貸住宅の整備原則と指針を掲げている。入居する層が低額所得者世帯および高齢者が

中心であることを考えると、従来の市営住宅の概念からいけば必要最低限度の環境整備と

いうことになってしまう。しかし、多様な人々を集め「街なか居住」を実現していくため

には、クオリティの高さが、住宅に、そして街全体に要求されるはずである。

大町住宅は東北地方初の借上市営住宅であるが、このマニュアルの方針に沿って建てら

れた住宅に実際に住んでいる住人が、どのようにこの住宅や街の環境のことを評価してい

るのか。また、実際に「街なか居住Jのメリットを生かしきれているのか。そのような疑

問を解明し、地方都市における街なか借り上げ公営住宅制度の可能性と課題を把握し、今

後の方向性を検討していくために、大町住宅居住者へのアンケート調査を、弘前市建設部

建築住宅課の御協力のもとに実施した。調査の概要は以下の通りである。

0実施期日 平成 15年 11月 17日 各住戸の郵便ポストへ配布

平成 15年 12月 12日迄 同封の封筒にて郵便回収

0実施要綱用紙:A3版両面印刷形式:選択式、自由記述併用

O回収率 全 30戸中 14戸 (46.6%)

(2) アンケート調査結果の分析

-大町住宅の入居情報の情報源(複数回答可)

人数

1.市広報 11 

2.市役所窓口 。
3.新聞

4. 市ホームページ 。
5. 友人、知人からの情報 2 

6. その他 1 

群を抜いて、市広報という回答が多かった。不景気で希望者も多いこともあり、それ以

外のメディアを使った積極的な広報活動は展開されていない。なお、その他の情報源はコ

ミュニティ FMのアップルウエーブ、からであった。
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-大町住宅への転居理由

この間いに対する答えは多様であった。以下にその一覧を示す。

0今までのアパートより家賃が安い

O前のアパートは湿気が多く、生活環境が衛生上適さなかった

O(母子寮に入っていたが)市営住宅に応募したところ当選した

O共稼ぎであったが、妻が退職したためアパート暮らしが厳しくなった

O部屋が狭く、娘・孫との同居が難しかった

0新築で交通の便、利便性がよいから

0以前すんでいたアパートが更新を迎え、とりあえず応募した

O家賃の安い大成小学区の住宅を探していた

-他の物件との比較検討の有無

人数 | したと回答した 2人はいずれも、他

1. した | 21の公営住宅と比較したと回答している。

2. しなかった 1 12 

-当選しなかった場合の計画

人数

1. そのまま住んで、いた 7 

2.他の市営住宅の応募を待った 3 

3. 戸建借家を探した 2 

4. 民間アパートを探した 2 

5. その他 。

ここで特筆すべき点は、民間アパートを探したと回答した 2人が候補としてあげた場所

が弘前市青山・神田地区、国道 7号線近辺といずれも郊外部で、あったことである。

• r借り上げ公営住宅J制度の認知度

人数

1.応募する段階で、知っていた 6 

2.言葉を聞いたことがある程度 。
3.応募してから言葉を知った 7 

4. 知らない 1 
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-大町住宅が弘前市の「街なかへの居住施策j ということを知っていたか

人数

1.応募する段階で、知っていた 4 

2. 言葉を聞いたことがある程度 。
3.応募してから言葉を知った 4 

4. 知らない 6 

以上をまとめると、大町住宅の居住者は街なかであるからこの住宅に応募したという比

率は少ない。公営住宅居住者ということもあり、その転居理由の大半は、経済的、家庭環

境的な要因が多い。また、他の公営住宅と比較した回答者が 3世帯しかいなかったことも

あり、一概に街なかの立地特性が選択の決め手となったと論じるには、やや無理がある。

一方で、街なか居住政策の認知度については、公営住宅に応募するという差し迫った状

況にある中で、理解している世帯が約半数いたことは、単に家賃が安い住居に入居できれ

ばいいという判断基準だけで、公営住宅施策を進めていくべきではないということが浮き

彫りになっていると言えよう。

-通常の転居の際に重視する点と、大町住宅で重視した点

①住宅の質と入居の条件

通常 大町住宅

①間取り、全体の大きさがよい 10 2 

②日照、採光が充分にある 8 。
③バリアフリーに対応している 。 。
④備え付けの収納、器具が使いやすい 3 。
⑤市営(公営)であること 9 3 

⑥家賃が安価であること 11 5 

⑦駐車場が確保されていること 5 1 

③新築であること 7 3 

⑨プライバシ一対策がされている 4 。
⑩生活にあわせた工夫がしやすい 2 。

特徴としては、住居そのものの質として、間取りや日照への要求が高いこと、なおかつ

家賃が安価で、あることが上げられる。また、それに連動する形で、公営住宅であることが

求められている。公営住宅=低家賃というイメージが最も強いことがこの結果からも明ら

かであると言えよう。
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ゆ周辺の環境

通常 大町住宅

③まちなかである 6 。
@日常的な買い物がしやすい 12 4 

③公共交通の利便性が良い 9 4 

@医療施設が近くにある 10 

@幼稚園、小中学校が近くにある 2 。
@文化施設が近くにある 1 。
ぐち騒音、悪臭などの公害がない G 

③防犯、防災など街の安全性が確保されている 2 。
@適度な近所つき合いがある 。 。
。景観、街並みが整っている 4 

詩常生活には欠かせない賀い物、公共交通機関、医療施設に対するニニーズが高い。大町

住宅が街なかにあることを重視したという回答はなかった。なお、その他の自答として子

どもを韻かつてもらうために実家から近いことを重視するという田容があったo

①、@の朗容結果から、市営住宅で、あれ質の高い住環境が要求されていることがわかる。

街えとかの建築物が密集し、広大な敷地全確保するのが難しい中で、間取りや日照、在確保し、

また、駐車場も整講するのは容易なことではない。しかもこれらをしっかり整備した上で

安価で、捷供しなければ、禽なかでなく郊外の方が良いということになってしまう。令屈の

大町住宅への応募は、鰐然、街なかに立地するということで、そのこと自体を選択理由と

して認識していないものの、買い物のしやすさや公共交通の利便性を重視する自答の比事

の大ささから香って、また、一般に住措を選択する場合においても、関様に街なかの利便

性を麓捜する回答が多いことからも、街なかの告り上げ公営住宅の存在意義は大きいもの

と見なすことができそうである。

.勝住して学年経過した時点での住宅および住環境の評価について

①住宅の質について

満足して どちらで 満足してい わからない

いる もない ない

守〉関取り 8 6 3 。
②全体の大きさ 10 2 1 

③日照・採光がある 4 4 ら 。
@通患がよい 6 5 3 。
③バリアフリーに対応している ? 4 む 3 
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回塑え付けの器具類が使いやすしミ 8 2 4 

⑦収納スペ…スが充分iこある 10 3 l 

也監から隣の物音や声が開こえない 4 4 6 

@家賃が適当である 8 6 。
⑩プライパシーが守られている 8 ら

。生活にあわせた工夫がしやすい 6 5 3 

家賃はある程変適当であること、全体の広さ、間取り、収納スペースと内部の空間環境

にはある程度の満足がえられている一方で、日照・採光、音環境においては居住者の満足

度がやや低くなっていることがわかる。前述の設聞の田容結果からもわかるように、これ

らの基本的な条件に対する居住者のニーズは高いものがある。したがって、利便性を強調

する衝なかの集合住宅で、あったとしても、最低限、このような要素の水準を保つ努力をし

ない限り、居住していくことが持続不可能な街なか集合住宅を生み出すだけになってしま

う危検性がある。

②周辺の住環境について

。I

o I 
。
。
。
。
一

溝足して ど らで 満足して わからな

いる もない いない し、

。日常的な買い物をし易い 13 。
@公共交通の利硬性が良い 12 。
③罷療施設が充実し、利用し易い 9 4 。
④公共文化施設が充実し利用し易い 3 11 。
@昏動車騒音や悪臭等の公害がない 4 4 6 

⑥防認、防災等、安全性が確保される 4 8 。
⑦周辺の景観や町並みが整っている 10 4 。
③周辺の街路樹や緑地が美しい 9 5 。
⑨適度な近所つき合いがある 4 7 。
大町住宅が立地する周辺環境は、数年前からの駅前地庇再開発により、景観・街路整儀

が進められてきており、また再開発ピ、ノレ内部に全国的な大手スーパーが入居していること

もあり買い物に罷ることはない。また、市立病院などの医療機関も十分に整っている。そ

れらのメリット在十分に意識しながら草受していることが、この評錨結果からも明らかで

ある。

今後の課題としては、衝なかにおける公共施設の利便性が挙げられる。 r街なか居住Jを

推進している立場であるにもかかわらず、公的なサーピス期間や文化施設が街なかに立地

しなければ、制作の整合性が問われでも仕方がない。このような施設は、日常生活におい

て、どうしても利用しなければならない場揺が多々あるものであり、街なかに配置される
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ことが望ましい。

もうひとつの課題としては、街の安全性が挙げられる。中心市街地であるために日常的

に様々な人・車などが行きかうこととなる。当然、事故・犯罪の可能性も高くなる。令後

は、安全に歩ける街の実現へ向け、交通規制などの大胆な発想、も必要になってくると考

るG また、そのような危険行為を抑止できるような地域の住民、高f宙街が一体となったコ

ミ zニアイづくりが必要である。

.大町住宅に居住する以前と現在との生活行動の変化

{番号の説明}

1.いつも利用、参加している

2. 時々利用、参加している

3. ほとんど利用、参加していない

1. 

以前

①駅前や土手町での食料品等日常的な異物

②駅前や土手町での大きな買物

③駅前や土手町での飲食・娯楽 I 

。弘前市民病院など近隣の医療施設の利用 2 

⑤臨書館・文化センターなど文化施設の利用

@パスを利用する機会 2 

⑦弘前の衝なかを散策する機会 。
③且家用車で余暇を使う機会 3 

@同好会・グル…プ活動へ参加する機会 。
⑮近隣つき合いや町内活動に参加する機会 。

現在

s 
4 

3 

4 

2 

3 

4 

4 

。
。

2. 3. 

以前 現在 以前

6 7 6 

4 6 8 

3 6 9 

3 7 8 

1 11 

1 3 10 

4 9 9 

4 3 8 

2 2 11 

2 3 11 

(14世帯中 1世帯からは明確な自答を得られなかったので集計から除外した)

【その他の意見1

0行動範閤が広くなった

0親子での散歩、外食をするようになった

0昔は買い物に必ず車を使っていたが、今は歩いて動くようになった

主に日常生活においてライブスタイルの変化が顕著に現れている。質問項呂①~舎にお

いて、大町住宅居住以前は f3. ほとんど利用、参加していなしリが半数以上を占めてい

たG しかし、現在は①駅前や土手町での食料品など日堂的な買い物では 7人が f1 .いつ

も利用しているj 、②~ゅでは半数が f2. 時々利用、参加しているj となり、日常生活

では頻度の楚はあるが街なかを利用しているという結果が出た。また、街なかを散策する

機会も同様の傾向を示している。一方で、コミュニティ活動はほとんど変化していないc
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-定住志向について

人数

1.ずっと住んでいたい→アへ 9 

2. いずれ引っ越したい→イ①②③へ 4 

3.分からない

イ①いずれ引っ越したい理由(棲数 人数

回答可)

ア、ずっと住んでいたい理由(複数 人数 1.家族の仕事の状況で z 
回答可)

2.子どもの学校の状況で 。
1.住宅に満足 4 

3.住宅に不満
2.家賃が手頃・安い 7 

4.周辺の住環境に本満 。
3.衝なかの利便性に満足 4 

5.衝なかの利便性に不満 。
4. その他 。

6.家賃が高い 01 

7. その他 2 

半数以上の回答者が fずっと住み続けたい」と答えている。その最も大きな要因は、低

額の家賃となっている。一方で、、約半数は、衝なかの利硬性会定住志向との関係で意識し

ており、借り上げ公営住宅街度の有効性をうかがうことができる。

なお引越したいと田容したのは 4人

である

が、「衝なか居住Jそのものへの不満は

見られない。それは、次に引越したい場

所の回答にも現れている。弘前市の街な

かを 4人中 3人が濯択していることか

らも、大町住宅での生活を通じて、 f街

なか居住Jに対する意識の変化が生じた

ものと考えられる。

しかし、引越したい住宅の種類がいず

れも、持ち家であることを考えると、街

なか一郊外という選妻子比較ではなく、戸

建てを最終的に所有したいという希望

が、経済的要困から地価の抵い郊外部へ

イ②引越したい場所

1.弘前市の街なか

2.弘前市の郊外

3. 弘前市外

イ③引越したい住宅の種類

1 .持ち家(戸建)

2.持ち家(賃貸)

3.賃貸注宅(戸建〉

4.賃貸住宅(アパート等)

5.社宅・寮・宮舎

6. その他

人数

3 

。

人数

3 

。

01 

。j

と向かわせるだけであり、本来的には、「衝なか居住Jのニーズが成立していることがわか

る。
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参者資料:まちなか公共賃貸住宅の聾備原票日と指針

(1 )原掘の構成

f弘話市まちなか公共住宅づくり原関jは、以下のような4つの原賠から構成され、各

原知には、より詳舗な内容iこついて解説した指針〈計17裏目〉が含まれます。

4つの原期 17の指針

車剣1• 1 .安自できる管理梓制と緊憩時の連絡先の確保

安定レ定地域社会 2.世輔の変{むに対応した多様な間取り、広さの確保

を維持するように 3負担の軽い捧替対策

f多犠な住容需要 4良好な]~lこね形成に貫献する共有空間の確保

に応えるように努

めますJ

原則2. 5.日当たりが良く省エネに寅献する纏康的ないえづくり

高齢者iこなっても 。集まって住みながらもアライIf~ーを護保写る訪音対策

住み続けられるよ 7.高齢者や車稽子使用哲也暮らしやザし¥/f1)1フラ棚設計

うに「高齢者対策 8.災轡に強いいえづくり

の充実に努めますJ 9余語空間の充実

京刻3. 10.安全に歩ける捗行盟鱈の確保

越もが安おレて慎 11.十分な駐車掲の確保

遣に過ごすことが 12高齢者や子どちが書道に集う公寵の聾備

できるように F安 13.悔自の生活iこ安臥で寵利な箆設の充実

也レて暮らすこと

ので窓る生活環境

の盤蝿iこ努めま"O"J

原翼U4. 14.弘前中由市街地の衛組みへの調和

弘前市の中i島市街 15.繍下町の雰窃気や岩木山など弘前ならではの議擁資鹿活用

地の特性を生かレ、 16.商業等の空間との混在iこ配嘩レた関欝な居住空間の確保

f良質な住宅市街 1ア.緑豊かで土いじりや括本を宵てることのできる空間づくり

地の形成に努めま

すJ
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第 4章 地方都市における「衝なか居住Jに関わる施策の実態調査

1 .はじめに

本章では、東北地方6県の各都市を対象とし、現在の「街なか居住」ブーム下における住宅供給

や都市機能の現状についての認識や「街なか居住」論への賛否、街なか居住を推進するための各

種施策などの調査を実施することで、今後の地方都市における持続可能な都市計画ならびに住

宅政策の方向性を明らかにすることを目的とする。

2.調査の方法

本調査は、以下のように実施した。

0対象 東北地方の62都市(仙台市を除く)の都市計画担当者

O調査方法 郵送によるアンケート調査
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地域を「街なか」として回答をお願いした。
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3.中心市街地における居住の現状

(1)中心市街地の人口動揺

一糞して減少が29(52.7%)、近年減少してきているが11(20.0%)と4分の3近くの都市が減

少してきでおり、これに対し一貫して増加が3(5.5%)、近年増加してきでいるが3(5.5%)に過ぎ

ないむ

表4-3-1この 10年間の人口動態

@ほぽ一定している

⑤一貫して減少している

@近年(概ね5年以内〉減少してきている

⑥わからない

(2)衡なか居住の進展状況

「ほとんど進壊していなしリが34(61.8%)と半数以上を占め、 fどちらともいえないjが13(23.

S弘)、「どちらかといえば進展しているjは8(14.5%)である。この8市のうち10万人以下の都市

は1市のみである。小規模都市の場合は、街なか居住の動きは、それほど顕著にはなっておらず、

それは、都市のスプロ…ノレが依然として続いてして状況をど物語っている。

表4-3-2街なか居住は潜展しているか

① ② @ 合計

10万人〉 7 2 3 12 
10万人く 11 31 43 
合計 s 13 34 55 
% 14.5 23麹S

」一
61.8 100 

①どちらかと設えば進展している②どちらとも書えない

③ほとんど進展していない

(3)衡なか居住が進嵐してし治状況

上記設問において、街なか居住が進展していると回答した8市のみを対象とした投開である。

①増加している住宅の種類

8都市のうち7都市で分譲マンションが増加し、大規模都市では隻貸マンションも増加している。

。。-4
E
闘

-nu
4

・z--

合計
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②衝なか居住にシフトしていると思われる世帯像

街なかにシフトしている中心となってし沼世帯は、「高齢者の夫婦のみJiJ~5、「子どもが学齢の若

い世帯jが3となっているほか、 f高齢者の単身日中年世代の単身Jr中年世代の夫婦のみJr若年

麗の夫婦jが各2と、回答が分散している。これは、各都市によって、事慢が異なる可能性が高いこ

とを示しており、一概に高齢社会の到来による社会現象と見なせない現実が明らかである。

②高齢者の夫婦のみ ③中年世代の単身

④中年世代の夫婦のみ ③若年者の単身 @若年者の夫婦のみ

ぐD子どもが学齢の若い世帯 ③ 3世代 ⑨わからない

なお、上記設問への回答の根拠として、 8都市中3都市は、街なか居住者の属性を独自に調査し

ており、良治体としてもこのような街なか回帰現象について、政策的な関心を抱いていることが明ら

かで、ある。

③欝なかの住宅供給が増加している要関

民間デ、ベロッパーのマンション-開発動向が各都市において積極的になってきていることが、街な

か居住の増加の大きな要因になっている。また、雪国のハンデ、イキャップを克服するものとして、高

齢者世帯に対応する居住空関としての魅力を、行政担当者として意識していることがわかる。

①民関デ、ベロッパ…のマンション開発が昨今盛んであるため

②街なかの住宅の師格が以前に比べて低下し、買いやすくなった

③土地を単に所有していく価値が抵下し、街なかの土地が供給されやすくなった

@地域住民が資産活用のために、集合住宅経営を選択するケースが増えた

⑨高齢社会に対応するライフスタイノレとして、街なか居住が流行しつつある

@者閣のハンディキャップを克服するライブスタイルとして衝なか居住が評価されている

(4)r衡なか居住Jのメラット〈複数回答可〉

f日常的な買い物のしやすさJ、「文化施設の充実J、f交通の利便性Jがf衝なか居住jの最大の

魅力と雷って良いD また、 f毘療機関の充実J~r冬期間の暮らしゃすさJへの回答が多し、ことは、高

齢社会を意識した選択となっていることが予想されるo
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⑤衝なか居住の進展による衝なかの環境変化

f古くからの世帯が減少することによる地域コミュニティの表退化Ji今後の土地利用を確定でき

ない空き地や駐車場の増加Jが衝なか居住の進展により進行する面を危'撰する意見がやや多くみ

られる。一方で、、新住民の増加が衝の活性化につながるとしちポジティブ、な意晃も約半数の自治体

で見受けられる。

②マンション、アパート等の増加で、日用、の点からは住環境自体は悪化している

③古くからの世欝が減少することにより、地域コミュニティは衰退しつつある

④既存の住宅の老朽化が顕著であり、空き家イヒが進んでいる

③今後の土地利用を確定できない空き地や駐車場が自

@特に変化は感じられない

@都市計画担当者のf箭なか屠住j評鎮

全ての都市で衝なか居住の進展を肯定的に評価しており、担当者としての「衝なか居住jへの

期待感の表れでもあると言えそうである。

8 
0 

9 

①好ましい 舎どちらかといえば好ましい ③どちらでもない

@どちらかといえば好ましくない ⑤好ましくない

(4) r衝なか居住jがそれほど顕著に進展していない要因

f街なか居住jが進展していなし立回答した自治体にのみ、以下の連続する設問を用意したG

G住宅の需給構造

①郊外での戸建て志向が依然として強い

③衝なかは菌定資産税が高く不利である

⑤街なかに住宅を供給できる土地が少ない

φ 郊外の地錨は街なかと比べてかなり安い

④街なかに良質の住宅供給がほとんどない

怨その能
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郊外での戸建て志向は、東北の中小都市の場合には依然として強いものがある。それは、郊外

部の地栖の割安感とも関係している。一方で、衝なかに良質の住宅を供給できる土地が用意され

ておらず、期待で、きないというあきらめに似た感覚も、少なからず蒋在している。

@f衝なか蔚住jの住環境

いくら利便性があったとしても、建物が密集しており、住環境としてはけして理想的ではないと判

断する都市計画担当者が、半数を超えている。しかも、言動車が使いにくし、としづ感覚も、「衝なか

居性jが思うように伸びない大きな原因で島るとの認識が強い。また特に人口 10万未満の小都市

においては、買い物の面から見た利便性がかなり低し、ことが、 f衝なか居住Jの魅力を半減させて

いる大きな要国となっているc

②産療福祉屈で不安がある

③文化施設が充実していない @車が使いにくい

@学校など子どもの教育環境がよくない ⑤公菌や街並みが整備されていない

⑦防災・防犯上、不安である @コミュニティ活動が衰退している

⑨建物が密集しており、住環境としてはけして理想的で、はないゆその他

4. f街なかjにおける都市機能の現状。

(1)舗なかの公共施設立地とf衝なか居生J

公共施設の立地状況はf街なか居住Jに影響があるかという関いに、 fあるjが24(48‘む%)と半

数近くに遣する口 10万人以上の都市では口市のうち7市が「あるJと自答している口「ないJは7(14.

0%)であるが、その全てが10万人以下の都市であるc

① ② ③ 性) 合計

10万人〉 7 。 3 11 
10万人く 17 ? 9 s 39 

合計 24 7 10 g 50 
% 48.0 14.0 20.0 18.0 100 

①ある ②ない ③どちらでもない ④わからない

(2)この 10年間における中心薦府街の状況が衝なか居住jの動き

中心掛庄衝はf活気がなく、街なか居住の受け血に会り得ない状況であるJが31(58. 5%)と8

割近くを占める。反面、 f舗なか賭住を期待しつつ、商}吉主たもが新しい動きを模索しているjが13

(24. 5%)、f衝なか居住の進展で、商!吉衝の新たな事業が動き始めそうであるJ2(3.8%)と、新

たな活性化の動きが出始めているところもある。
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(3)街なかのコミュニティパス(100丹パス)のような取り組み

衝なかの新たな公共交通として近年、注目されている循環ノミスのような取り組みは、 f実施して

いるJが21(39. 60/0)、とほぼ4割である。これに対し「実擁していたがやめたjが7(13.2%)で、

全て10万人以下の都市である。また、実施していないが実施していると陪援に21(39.6%)とな

っている。

① ② @ ④ 合計
10万人〉 9 。 2 12 
問万人く 12 7 19 3 41 
合計 21 7 21 4 53 
% 39.6 13.2 39.6 7.5 100 

①実施している窃かつて実施していたがやめた③実擁していなし、④その抱

5. r衝なか居住jに関する各種施策

(1)街なか居住撞策の推進

f雄進しているJが27(49.1私)でほぼ半数を占め、 10万人以上の市では9市と4分の3、10万

人以下の市では沼市と4割強である。また、 f現夜は推進していないが今後導入する可能性があ

るJは13(23.6%)とし、「雄移しているjと合わせると7欝を超える。。 告〉 ③ 合計

10万人> 9 2 12 
10万人 < 18 11 14 43 
合計 27 13 15 55 
% 49.1 23.6 27.3 100 

@推進している e現在は推進していないが、今後導入の可能性がある

③推進していない

(2)各針爵におけるf衝なか居住jの舵慣づけの有無

総合計輔、都市計踊マスタ…プラン、中心事街地活性化計画、住宅マスタープランにおいて、

f街なか居住jの位費づけがされているかどうかを回答していただいたものが下に続く結果である。

総合計画では日(62.5%)、都市マスタープランでは16(69.6%)、中心市樹地活性化計画で

は22(84.6%)、住宅マスタープランでは14(60.9%)が衝なか居住者計画内で位覆づけており、

中心市街地活性化計画が他計瞬に比較し高くなっている。

①総合計調

① ② 合計
10万人〉 4 4 8 
10万人く 11 5 16 

i合計 15 9 24 
号令 62.5 37.5 100 

①位置づけられている ②いない
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②穂市計蘭マスタープラン

① (2) ③ 合計

10万人〉 5 2 G ? 
10万人< 11 4 16 
合計 16 s 23 
号令 69.6 26.1 4.3 100 

①位置づけられている ②いなし、 ③策定していない

@中心市街地活性記基本計画

① ③ ③ 合計

10万人> 7 G 8 
10万人く 15 2 18 
合計 22 3 26 
% 84.6 11.5 3嫡S 100 

①位置づけられている ③いない @策定していない

窃住宅マスタープラン

司〉 @ ③ 合計

10万人> 7 。 8 
10万人< 7 4 4 15 
合針 14 ヰ 5 23 
写会 60.9 17.4 21.7 100 

①位置づけられている ②いない ③策定していない

{3}名種計画や施策が、調なか居住の進展に対して効果があったか

施策の効果がfあった民活(21.7%)、「どちらか品、えばあったjが7(30.4%)と半数を超え、

「どちらかといえばなかったJが1(4. 3%)、「なかった」が2(8.γ0/0)と、街なか居住政策を導入し

た市で、は半数が施策の効果があったと焼評缶をしている。

①あった ②どちらかといえばあった 命どちらともいえない

④どちらかといえばない ⑤なかった ⑥わからない
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6.市営住宅の建て普えの方針

市営住宅の建て害事えに際しては、 f郊外部の連て替えをストップさせ、街なか供給を中心に考え

るJが日(40.。ちも)、「郊外の老朽化した市嘗住宅の建て替えを続けていく」が6(24.0%)、f郊

外部の建て替えの際に、建て替え戸数を従前より少なくし、その差を携なか供給のための戸数とし

て確保するJが6(24.0%)である。特に人口10万未満の中小都市の場合には、市営住宅の保有

戸数は、それほど多くないと考えられ、そのような意味からも、街なか供給へのシブトが方針として

進められて行きやすい状況となっていると，思われる。

① ② @ ④ 合計

10万人〉 4 2 。 2 8 
10万人< 2 4 10 17 
合計 s 6 10 3 25 
9も 24.0 24.0 40.0 12.0 100 

①郊外の老朽化した甫営住宅の建て替えを続けていく

@街なか居住推進の施策との整合性を図るため、郊外部の市営住宅の建て替え時に

は、緯て苓え戸数を従前より少なくし、その差を街なか供給のための戸数として確保

する

③郊外部の建て替え事業は敢えてストップさせ、携なか供給を実現させるための施策

を中心に考える

eその能

7.居住機憶と医療等公的サーピス機龍との複合施設化

衝なか居生の推進にあたり、 f考えていなしリが13(48.1 %)、居住とそれ以外の機能を備えた

再開発は、「実蒐済のものがあるJが5(18.5%)、「計覇中のものがあるJが7(25.9予告)となってい

る。特に中小都市の場合には、このような施設援会は、規模的にも圏難な場合が多く、事業として

成立し得ない状況にある。

① @ @ @ 合計

10万人〉 4 2 2 9 
10万人< 5 11 18 
合計 5 ? 13 2 27 
号令 18.5 25.9 48.1 7.4 100 

①実施済のものがある ②計額中である ③考えていない ④その他
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8.福祉雄策と住宅政策の連携状況

街なかへの高齢者の居住はf推進していないjが11(40.7%)、f推進しているjとf検討中jがち

(22. 5~も〉となってはいるが、 f推進してしもJ.!::f検討中jを合わせると f推進していなしリを上回る。

明らかに、施策的な関心が地方都市においても高まってきていることを物語っている。

① 
10万人>
10万人く 5 
合計 s 
% 22.2 

①推進している

③どちらともいない

② 

9.衝なか居往を推進していない理由

③ ④ 合計

3 4 
3 7 3 

6 11 4 
22.2 40.7 14.8 

②いまは推進していないが、検討中である

也推進していない

9 
18 

27 
100 

「衝なか居住Jを推進していない都市にのみ、その理由を開いたところ、「総合計画、都市計画マ

スタープランなどで特に想定していなしリが10(3広 7%)、f衝なかの活性化は高業の振興を中心

と考えてしもJが9(32.1 %)の2つが3害iを超え、次いで、、 f都市規模になじまない施策であるJが5

(17. 9%)、f衝なかに住居系をいれることは、現実として閤難であるjが4(14.3%)となっている。

街なか居住とは反対の動きであるf住居系は郊外の宅地開発を中心jが3(10.7%)で、あった。

@住居系は郊外の宅地開発を中心と考えている

③街なかの活性化は掃業の振興安中心と考えている

④総合計画、都市計額マスタープランなどで特に想定していない

な診庁内の合意が得られない

。街なかの住宅問題は、行政が施策を講じるべき問題でない

⑦当市の規模には、あまりなじまない撞策である

⑧その他

10.自由記述栂にみられたf衝なか居住jと中心甫街地活性化

。今後の中心市荷地の活性化を考える時地域コミュニティの強化と居住空間の充実は欠かせ

ない要素になるものである。少子高齢化の社会にマッチした「衝なか居住Jは自然の流れであ

るとも思われる。中心市街地に新たな役割が課せられることで、活性化の契機として期待され

る。
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or街なか居住jの促進は、街なかの活性化にとっては不可欠の要素で、あると考えている。民間

共同住宅の建設、借上市営住宅の整舗により、最近f街なかJ居住者の増加額向が出てきて

いる。活性化にとっては喜ばしいことで、はあるが、従来からのコミュニティに対する影響や景観

に及ぼす影響が懸念される。

0当市では、中心市街地活性化区域の内 4.4Ha者 16年度より大町2了罰地震土地区画整

理事業によって面的整備を国るものである。これにより道路、公躍などが整備される予定のた

め、中心市街地の荷業野生及び、これに梓い居住者が増えることも予想される。

0当市においては現在、財政再建中ιっき、新規予算はもちろんのこと、現状の予算確保すら

関難な状況で、また、職員不足も伴い新たな事業に着手できない状態にあるむただし、特定

の交通手段を必要とせずに日用品の調達が可能な「街なか居住Jについては高齢化率が高く

なってきている当申においても今後之、要不可欠なもので、あると考えられ、街なか活性化、福祉、

住宅など総合的なまちづくり計酉が必要だと考えている。

O-r持前地への居住の推進は、確かに、現在の少子高齢化などの状況を見ると重要な課題だと

思うが、住んでみたいと思うような市街地の形成も重要なことだと思うので、 f簡なか居住Jの推

進と共に、魅力ある中心市街地づくり在行ってし、かなければならないと思う。

0衝なか居住とその背景当市の中心市前地の多くは関口 3.5'"'"'4関前後と狭く、興行きが長

大な区割りで行われており、建物の敷地として成立するためには 2'"'"'3名の土地所有者が連

携しないと矩形の土地にならない状況である。その解決手法として再開発などの手法がある

が、一戸建て志向が強く、郊外への転出者も多いため、なかなか街なか居住につながらない

のが現状と考えられる。

0中心市街地の活性化は現在、各自治体lこ於いて最重要課題と思われるが、なかなか効果的

な施策が見あたらないのが現状と思われ、今後の検討に期待したい凸

11.小結

本調査結果をまとめると、以下のようになる。

①東北の地方都市の中心市街地の人口は、 4分の3の都市で人口減少が続き空調化が進

展している。

②街なか居住が進展している都市はまだ少数であるが、その中心は民間ヂベロッパーによる

分譲マンションの建設によるものが多くを占めている。しかし、社会的に高齢者居住が主と

なっていると考えられているものの、本調査結果からは、都市によりかなり多様であり、その

居住者像は本調査からは特定できない。

③一方で、管菌のハンディキャップを克服するライブスタイルとしての荷なか居住という視点

については、青森市、盛岡市、秋田市、米沢市など北東北あるいは多零地域の都市では

確実に評倍されている。

④「街なか居住Jのブームを都市計画担当者としては歓迎している。しかし、 f街なか居住Jに

おいては、日常的な買物、文化施設の利層、公共交通の利便性などが誘引因子と評価する

反面、街なかが決して住環境や生活利便性がよくないことや、地域コミュニティの問題会どを
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危倶している。

⑤自治体として「街なか居住J推進が検討中を含め7割を越しており、都市計画マスタープラ

ン、中心市街地活性化基本計画でも多くの都市で位置づけられているなど、中心市街地活

性化の大きな柱になっていることは間違いない。住宅施策としては、居住機能をベースとし

た複合施設の取り組みゃ、高齢者を街なかに誘導する施策、また市営住宅の建て替えにお

いても郊外での建て替えを抑制しその分を街なかで供給品、う考えが出てきている。

⑥また、街なか居住を支える都市機能として、公共施設の街なかへの立地誘導についても

共通認識になってきている。

⑦街なか居住が進展しない理由は、郊外での戸建志向の強さ、街なかと郊外での地価の格

差、街なかの土地利用の問題などがあげられている。

③自治体として、街なか居住を推進しない理由として諸計画の位置づけがないことのほか、

街なかの活性化は、住居で、はなく商業振興という考えも根強いことが明らかになったo

⑨都市の人口 10万人を境目に以上、以下で分けて分析したが、街なか居住の現状、施策

の状況によって差異が現れたo10万人以下の都市で唯一、街なか居住が進展していると回

答した都市は山形県米沢市で人口は9万2.000人であり、その都市圏を考えると酒田市、鶴

岡市、会津若松市としりた市とほぼ同等で、あり 10万都市といってもよい。

以上のまとめから、 2004年 12月における東北地方の都市の自治体による街なか居住施策を考

察すると、東北地方の都市において街なか居住は概ね10万人以上の都市で、民間デ、ベロッパーの

開発によるマンション立地によるところが大きいが、同様に自治体としての街なか施策も講じられ、

その政策効果もでできている。

また、 10万人以下の都市では、現実として街なか居住の進展がみられないことや、街なかに住

宅地としての適地がない、郊外の住宅地で、の戸建住宅へのニーズが高いことなどの要因もあり、自

治体都市計画担当者としては緊急の課題という差し迫ったものはないが、今後、講じていかなけれ

ばならない課題であることは意識されているようである。

ただ、街なか居住を推進させるにしても、中心市街地が衰退し日常の買物が不便になっている

こと、街なかに公共施設を設置する動きもある反面、病院や文化機能の郊外移転が進んで、いる都

市もしくつか見受けられること、コミュニティパスのような公共交通も導入しながら持続で、きなかった

ところもあり、「街なか居住Jは住宅施策だけなく住環境の整備や都市機能の整備もあわせて進め

ていく必要がある。

また、自治体都市計画担当者としていまの街なか居住の進展を喜ばしいことだと評価はしつつ

も、現実に自市で、の実態把握を行っているところは少なく、中心市街地の活性化は商業中心でと

しづ意識もまだ強い市もあるなど、自治体として「街なか居住Jに対する認識や実態調査を深める必

要性がある。
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第5章郊外型住宅地におけるf衝なか居住jの将来的需要把握調査

1 .調資対象地域の概要

本調査では青森県入戸市を対象として選定した。八戸市は人口約 24万 5，000人を有し、青森

県第 2の都市であるむ八戸市では、第4次総合計露(1998年 12月〉、都市マスタープラン(2004

年3月)、中心市街地活性化基本計画(2000年3丹)、住宅マスタープラン(2003年3月〉のそれぞ

れの計簡において、街なか居住を政策課題にあげている。しかしながら、具体的な施策の展開が

定まっているとはいい難い状況にある。

〈都市計画γスタープランにおけるf衝なか居住jに関する方針)

計画においてはf街なか居住Jではなく「都心居住jが箆われている。

第1章全体捧想まちづくりの基本方針

.中心市街地

・多様な都市機能の集積による生活利便性を活かした都心居住の推進を図ります。

第2章地域別構想中央地域

*高業、業務、都市サービスなど多様な機能の集穫と土地利用の高度化を図るとともに、

事j梗性を活かした都心居住の推進を図ります。

調査対象とした住宅地は、旭ケ丘団地、是)11団地の戸建住宅と市営住宅を対象とした。八戸市

内の 10ha以上の団地において、1II!ヶ丘団地は開発完成年次が最も古く、市中心部から3krnほど

東部にあり、市内の団地の中では中心部から近い位置にある。是)11団地は面積が最大であり、市

中心部から 10km'まど南部にあり、市内の団地の中では一番速し対立置にある。

2.語査の方法

団地の完成

昭和 42年

昭和初年

本調査は、以下の通り実擁した。

揺ヶ丘団地と是川国掲の概要

面積(ha)

38 

51 

計関戸数(戸建) I開発主体

山 o I青森県住宅供給公社

L760 I青森県住宅供鉛公社

資料:八戸市の概要(平成15年、八戸市)

調査対象 八戸市是川団地、旭ケ丘団地の戸建住宅、市営住宅居住者

講査方法 部送によるアンケート調査

調査時期 平成 16年 12丹

調査項目 今後の居住に関する意識、衝なか居住意向、衝なか居住の可能性、条件など
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発送致・回収数・回収率

団地 発送数(通) 回収数(通) 回収率(%)

戸建て住宅 是川 343 189 55.1 

旭ケ丘 227 136 60.9 

市営住宅 是川 175 38 21.7 

旭ケ丘 237 51 21.5 

3.郊外戸建て住宅居住者の意識からみた街なか居住の可能性

問 1.最初にあなた自身についてご記入ください。

1 )性別 是:①男 161 ②女 28

旭:①男 111 ②女 22

2)年齢

旭が丘

是川

O首 20% 40首 60首

※ 戸建て住宅は全世帯数の半

数を対象とした。

※ 市営住宅は中国人世帯を除

く全世帯を対象とした。

※ 回収率は小数点 2位以下を

切捨て

80首 100首

① 20代・② 30代ロ③ 40代ロ④ 50代・⑤ 60代日⑥ 70代i

世帯主の高齢化は、かなり進んで、いる。どちらの団地も、 60代以上が70%を上回っており、特に、

開発後40年近くとなる旭ケ丘団地では、 80%という非常に高い比率となっているo
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3)家族人数

是:①1人 7 ② 2人 85 ③3人 44 ④4人 35 ⑤ 5人以上 1 8 

旭:①1人 1 3 ② 2人 47 ③ 3人 34 ④4人 24 ⑤ 5人以上 1 8 

子どもが独立して世帯分離をした後の高齢者夫婦世帯の比率が、どちらも最も高

い比率となっている。特に、是川団地の比率は45%となっている。

4)世帯・家接構成

8. 家族構成

旭が丘

是川

0百 10弘 20首 30弘 40百 50覧 60弘 70覧 80覧 90% 100也

① 1人 ・ ② 夫婦 ロ③夫婦+緩ロ④夫婦+子ども ・⑤ 3世代田⑥他i

b.子どもの有無

是:①就学前の子ども 6 ②小学生 10 ③中学生 6 

④高校生 7 ⑤大学、短大、専門学校生 14 ⑥その他 67 

旭:①就学前の子ども 8 ②小学生 8 ③中学生 6 

④高校生 4 ⑤大学、短大、専門学校生 2 ⑥その他 45

c. 65歳以上の同居家族の有無。

是:①いる 80 ②いない 105

旭:①いる 94 ②いない 38 

建設年度の古い旭ケ丘団地では、世帯主が高齢化してしまっていることが、この調査結

果からも明らかになっている。
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間2.現在お住まいの住居についてお聞かせください。

1 )住宅の所有形態

是:① 持ち家 185 

旭:① 持ち家 133 

2)住宅の建築年数

旭が丘

是川

② 賃貸住宅

② 賃貸住宅

2 

3 

③ その他 1 

③ その他 0 

O覧 10弛 20¥ 30司 40覧 50私自0¥ 70¥ 80¥ 90首 100首

① 5年末涜・② 5-10年ロ③ 10-20年ロ④ 20-3咋・⑤ 30年以上回⑥不明|

3)室数

是:① 3室以下 4 ② 4室 32 ③ 5室 54 ④ 6室 46 ⑤ 7室以上 52

旭:① 3室以下 2 ② 4室 12 ③ 5室 30 ④ 6室 39 ⑤ 7室以上 51

間3.今後、あなたのお住まいに関する予定やお考えについておうかがいします。

1 )今後の居住志向 是川 旭ヶ丘

①ずっとここに住むつもりである 121 108 

②当面は現在のまま住むつもりである 55 22 

③今は引っ越す予定はないが考えている 9 4 

④近いうちに引っ越す予定である 2 2 
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2)現在のまま住む理由

140 

120 

120 

100 93 

87 

80 

80 

40 

20 

是JII 旭が丘

冒①住茸乱、に潰足 ・@居住して日が浅い ロ③地舗に鍵借がある ロ @ 憲B豊田仕事の紋混 ・ ⑤ 干Eも由学製白紙混

・⑥生活由利便性に濁足 ・⑦周辺町住環境に猫足 圃⑨住宅ローシ量鳴っτいる・⑨他

自分が建てた現在の住宅および住環境に満足している人が多く、転居志向は満足度の

裏返しで生起している。

3)転居希望理由

市内の住宅地の中で、非常に遠隔地に立地する是川団地では、「交通が不便であることj、「郊

外では老後が心配Jの回答が、理由の中では最も多い数となっている。

4)転居の場合の現住宅の処分

旭が丘

是川

0% 10弛 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100覧

ロ①売却 ・②賃貸住宅に

ロ④解体し、別活用を見当・⑤そのまま

・⑦ 他 ー
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間4.八戸市の街なか居住に関してお聞きします。

1) r街なか居住j政策についての関心の有無

勉が丘

是川

0首 20覧 40% 60弛 80覧 100覧

|・①関心ある・②言葉を聞いたことがあるロ③言葉を知らない |

転居希望はないものの、関心のある世帯は比較的多く存在しており、金銭的な条件と現

住居の処理に妙案が生まれれば、街なかへシフトする潜在的な需要は明らかに存在してい

る。

2)八戸市の街なかのマンションブームに対する関心

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

。
量川 旭が丘

|・① 欄 崎 川 、 る ・② ザ ル ト ム を 静 岡 広 告'1:::1;1:圃心あるロ@ 量 闘 舗 が 釦こなる|
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3) r八戸市の衝なか』に対する居住志向

旭が丘

是川

0再 10百 20覧 30也 40% 50唱 60覧 70耳 80覧 90見 100弛

①是非・②条件次第でロ③いずれ住んでみてもいいロ④住んでみたいとは思わない|

4)上で①~③を選んだ理由

旭ヶ丘 是川

①買物など日常生活の利便性がよい 24 67 

②通勤・通学に便利だから 6 11 

③公共交通の便利がよい 21 57 

④医療施設が近くにある 25 56 

⑤幼稚園、小中学校が近くにある 5 6 

⑥文化施設が近くにある 19 38 

⑦冬の暮らしが楽になる 15 24 

③防犯・防災など街の安全性が確保されている 10 11 

⑨地域コミュニティが残っている 4 8 

⑩景観・街並みが整っている 5 26 

⑫ 「高齢者・障害者にとって住みやすい 8 24 

5)街なかに居住する場合の居住形態の志向性

戸建て志向の強い世代が多いこともあり、街なかであっても戸建て持家を志向する回答

が多いのが特徴的であるが、高齢者の比率が大きい旭ケ丘団地住民の場合には、マンショ

ン、および賃貸住宅の比率が高くなっている。これは、比較的リアリティの高い対象とし

て意識されていることの現れである。
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6)衝なか居住により住居費の増加が予想される場合に、どの程度の家賃または月々のロ

ーンなどの負担であれば住んでもいいと思うか。

最高額は、 100000円であり、最低は 10000円であった。平均が、 56611円となっている。

7)街なかに『住んでみたいと思わない』理由

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。
是川 旭が丘

ロ①郊外協の環境が良い ・②衝の安全性に不安 ロ③良質な住宅が少ない

ロ④居住費が割高 ・⑤土地・建物の税金が高い ロ⑥衡なかは不便

・⑦ 駐車場が確保出来ない ロ⑧衡なかのメリットが感じられない・⑨地縁コミュニティがある

・⑩ 景観・街並みが撃っていない ロ⑪他

なお、その他の回答としては、以下に示すようなものが多い。

Oベットと自由に暮らしたい

0災害時のことを考えると住みたいとは思わない

O騒々しい

0高齢者であり、移転に伴う経費がない

0仙台から引っ越してきたが、つまらない中心街である

0道路が狭い、車の騒音、渋滞などの解決は旧市街では難しいのではないでしょうか

O新しい人間関係を高齢になってから作るのは大変、気疲れする

O旭が丘は市民病院、労災病院、市営パス営業所、東運動公園など市内区より便利な居住区と思

っている

O現状の住居には満足しているので答えられない

Oのうちに子ども達の所に引っ越ししてくるよう催促されているので考えていません

O都会へUターン希望
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8)どんな録件が襲えば、衝なかに住んでみたいと考えるか。

静かで、緑が多く、自然の中で空気がきれいであればよい。体力のある内は枠を動かす趣味(菜罰、手工

など〉が出来ること

ベットと共生できる環境

駐車場を確保、静かな所

苦労して建てた家なのでこれを売却して移り住みたし吃は悪わない

家庭菜園のスペースがあれば考える

老齢ですから今更と思う。若かったら考えたかもしれませんoまた、一人暮らしなので静かで便利なところ

であるここより動きたくないの一語に尽きます

居住費が安いこと、静かな環境であること

街なかに住むためには高額の資金、費用がかかる。それが出来るなら住んでみたいと思う

どんな条件がそろっても郊外から較出する気は全くない

親族が近くにいれば例えば電話だけでも近況がつかめるし、すぐ訪ねられる

現在地以上の利便性がそろう場所は期待できない

平屋で庭付きなら

現時点では考えられない

交通網及び歩道の整備、ショッピング、アーケードなど楽しさのある街

マン、ンョンなどの住民間士が仲良く、住環境が良ければ。老人も住める安心で、きる街なか。

生活環境が良心税金や居住費が年金でまかなえるような所

子どもが他市に住んで、いるため、他都市の便利で子どもの家に近いところを考えている。しかし、先立つも

ののため不可能なら現住地に住むしかない

持ち家が出来れば

現時点では転居の必要を感じないので考えることはない

静かな環境が整えば住んでみたいと思う

i技入がある程度あり、生活に罰らなければ衝なかに住みたい

景観が長くて土地を広く持てるなら

L敷地 80坪位あること 2.静かなこと 3.緑があること 4.日が当たること

本八戸駅でなく、八戸駅中心ならば…中心街に駅があればいい。アーケードもなく人口の割には田舎す

ぎる

医療や椙祉施設が充分で、静かで、、し会も自然環境が良ければ

抜本的に中心欝を整繍し産す。盛岡市がそうで、あったように、郊外の方に計商的にドーナツ型の都市作り

をしてしてのも一つの策ではないでしょうか

騒音排気ガス、粉塵など生活環境が悪い。植栽などのスペースが取れない。

車の通らない静かで縁のある空気のきれいなところ

災害時が不安なので道路が広いこと。車量が多く、歩道が狭いので車いす生活が出来ない。それが解決

できるかどうか。市前地iこ半日いれば袖が黒くなる。その中で老後を過ごさせると苦うことは老人に早く死

ね品、うことか
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街なかに公園、美術館などがまとまっでいれば。また、モール街もあればいいと思う

現住居に満足しているので街なかは考えない

無理。静かでない、土地がない(庭が狭くなる)

一般の自動車が規制されて、パスやちんちん電車の通る街、ゆっくり歩ける街

居住用の土地の購入費が郊外と同じような価格で購入できれば一戸建てに住んでみたい

今住んでいるところに満足しているので考えたこともありません

ベットが安心して自由に過ごせる空間があること。プライバシーが保てること

街なか居住のメリットは催事、文化、遊び、飲食、医療、交通費、芸術、役所が近い教育、スポーツ…これ

らのない地域ですが。

公園が整備され、それに隣接する住宅地であればいいと思う、

医療施設、文化施設が近くにある場合

中心市街地の活性化

便利さは分かつてし、るが今更街なかに戻っても・・-という気持ちです

自分の生まれたところに慣れない寂しさは耐えられないほどです。後何年経っても同じです。ヘルプ状態

です。

思わない

間5.ご家族の中に60歳以上の方がいらっしゃる方にお聞きします。

1)近年、地方都市においてマンションに医療や福祉機能などを備えた複合集合住宅が現

れてきています。八戸市の街なかにこのような住宅が整備された場合、衝なかへの居

住を考えますか?1つにOをおつけ下さい。

旭が丘 52 19 

量川 43 32 

。，‘ 1m‘ 20覧 30l‘ 40‘ 501 80覧 701‘ 80‘ 90嘗 100‘

|・① 宥踊・@僻柿ロ③ 考え郎、ロ④分から郎、・⑤他 |
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アンケート調査結果から、郊外住宅地居住者の衝なか居住へのシフトの可能性と課題に

ついて述べると以下のようになる口

①両団地とも現在の団地での定住志向が極めて高くJ現在の住まいJr周辺の住環境jに満足し

f地域への愛着Jも高い。引っ越しの需要は極めて低七ものの、その理由には「交通が不便j

f郊外では老後が不安Jrいずれ子どものところへ引っ越すjという臨答が見られた。

②引っ越すとした場合の住宅の後利用は、 fわからないJr売却Jr親族などの居住jなどほぼ平均

した選択率で特化したものはない。処分しiこくさを意識していることが、住宅を手放して街なか

に移動する志向を持ち得ないことにつながっていると，思われるG

@街なか居住については、 f関心があるJr開いたことがある程度jともに 3分の 1程度である。街

なかのマンションには「関心がないJが一番高くはなっているが、 f広告には関心があるJr建設

現場が気になるjといった淡い関心をもっ人も約4分の1あり、潜在的なニーズはあるものと思

われる。

④「居住地を自由に選択できる場合に街なかに住みたいかj品、う関に対して、「住みたくな"¥Jと

しゅ自答が多数安占めているむその理由としては、「住むなら郊外部の環境が良いJr街なかに

住むメヲットが感じられないJと考えている。一方、 f衝なかiこ住みたしリは3割程度であり、その

理由としては「日常生活の利便性Jr罷療施設が近いJr公共交通が梗利jが高い。居住形態

については、街怠かであってもf戸建て持家jが依然として人気を集めており、街なかマンショ

ンブームの担い手として郊外居住の高齢者が対応していると単純に考えてしくには、問題が

大きく横たわっていると言って良い。
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4.公営住宅居住者の意醸から捉えた公共住宅政策と しての 「衝なか居住』の可能性

問1.最初に、 あなたご自身についてうかがいます。

1 )性別

2)年齢

旭が丘

豊川

。‘

3)家族人数

組が丘

.J11 

是:① 男 18 

旭:①男 20

10‘ 20‘ 30‘ 

②女 19 

②女 31 

401‘ 50‘ 60‘ 10‘ 80' 

l・①初代・<%130代ロ③ 40代 ロ④ 50代・⑤ 60代砲⑥ 70代|

90‘ 1回‘

。，‘ 10‘ 20‘ 301‘ 401‘ 501‘ 60‘ 101‘ 80‘ 90‘ 1001‘

l-① u ・② Z人 口③ 3人口④ 4人的 S人批!
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4)世帯・家族構成

a. 現在、同居している世帯の構成

旭が丘

是川

0% 10首 20岨 30% 40% 50首 60覧 70首 80首 90世 100弘

|固① 1人・②夫婦ロ③夫婦+貌ロ④夫婦+子ども・@3世代目⑥他 |

b. 子どもの同居

12 

10 

4 

2 

。
是川 旭が丘

① 蝉前・②小学生ロ③ 中学生時離生・⑤ 文学噂門鞠圃⑥ 他 !
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間2 現在お住まいの住居についてお聞かせください。

1 )現在の住まいを選択した理由

35 

30 

30 28 28 

25 

22 

20 

t6 

10 

是川 組が丘

-①適当な広幸 ・②憲の間取り.盤・ ロ③衝の舞囲気 ロ④ 適当な賃制

・⑤駐車場を檀保できる ・⑥日常の買術的利便性 ・⑦街院の利便性 ロ⑧文化範畿の利便性

-⑨公共交通の利便性 -⑮教育環境がよい ロ⑪公園や街並み由湿っている・⑫・場に遍いやすい

- ⑬ 他

間3.今後のお住まいに関する予定やお考えについておうかがいします。

1 )今後の居住計画

旭が丘

量川

@‘ 101 20'‘ 30‘ 40‘ 50‘ 60‘ 70‘ 80‘ ，。‘ 100'‘
ia① ずつ揖制措住む・②当面、現在由掠住むロ③ 引っ飢持問、るロ④ 引っ酎予定 |
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2)住み続ける理由

30 

25 

20 

15 

10 

5 

。
是川 旭が丘

ロ①住まいに瀦足 ・②居住して臼が浅い ロ③地域に愛着がある

ロ④家族の仕事の状況 ・⑤子どもの学校の状況ロ⑥生活の利便性に満足

・⑦周辺の住環境に満足ロ⑧家賃が手頃 ・ ⑨ 他

3)引越しを希望する理由

6 

5 

4 

3 

2 

。
是川 旭が丘

回① 住まいに不調‘ ・② 鳩蟻に愛着がない ロ③ 軍..の仕事の状混 ロ④ 子どを，t/)学校の訣況

・⑤ 生活の利便性に不満 B⑥ 周辺の住環舗に不満・⑦ 蜜貨に不満 日⑧ 他
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問4 衝なか居住の可能性についてうかがいます。

1) r八戸市の街なか』に住んでみたいか

組b'丘

~" 

国 1田 鹿諸 説渦 制苅 罰施 ... 101 .. 施 ・圃 .001 

|・①"・@僻捕で固⑤いずれ桂ん略相、ぃ a~ 量ん執品、とは樹齢 |

2)街なかに住んでみたい理由

16 

14 

12 

8 

6 

4 

2 

。

14 

I I 10 10 

是川

ロ①日常生活の利便性が良い

ロ④医療施設が近い

・⑦冬の暮らしが楽

・⑩景観・街並みが良い

12 

10 

7 

旭が丘

・② 通勤・通学に便利 ロ③公共交通が便利

・⑤学校が近い ロ⑥ 文化施設が近い

ロ⑧衝の安全性が確保されている・⑨地婿コミュニティが残っている

ロ⑪ 高齢・障害者が住みやすい ロ⑫他
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3) r街なかJに住みたくない理由

35 
32 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

。
是川 旭が丘

ロ①衡なか生活に利便性を感じない・②通勤・通学に不便 ロ③車の利用が不便

ロ④総合病院がない ・⑤子どもの教育環境が心配 ロ⑥文化施鐙が充実していない

・⑦生活環境が良くない ロ⑧街の安全性に不安 ・⑨地媛コミュニティが残っている

・⑩景観・街並みが整っていない ロ⑪高齢・障害者にとって住みにくいロ⑫冬の暮らしが大変そう

・⑬住居費が割高になる ・⑭適当な物件がない

4)どんな条件が聾えば、街なかに住んでみたいと考えるか。

衝なかに横浜市「港北ニュータウンJのような一角があれば住んでみたい

①エレベーター付き市営住宅②大病院の近く

静かな環境、日当たり良好、隣の物音が聞こえない

駐車場が目の前にあり、騒音がなければ

叶うことなら街なかに住んでみたいと書いているだけで叶わないのが分かっているから虚しい。街の

中心をもっと明るく活発にと・..

4-3が整えばいいですが…やはり、住んでみたいとは思いません

子どもの生活環境を考えると衝なかが森林にでもならない限り、住んでみたいとは思わない

特に街なかに住んでみたいと思っていません。騒音がないなど静かな生活が望ましい

緑が欲しし、

家賃
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問5.仮に、八戸市の街なかに以下のような市営住宅があったらどう考えますか?

1 )仮に現在、あなたがお住まいの住宅の質(間取り、大きさなど)と閉じ程度の市営住

宅が衝なかに供給されるとしたら、居住を考えますか。

旭が丘

是川

0百 10'" 20首 30首 40覧 50担 60也 70" 80覧 90也 100覧

1・①家賃が上がっても・②同程度の家賃ならロ③考えないロ④わからない |

2)あなたがお住まいの住宅よりやや小さめの市営住宅が街なかに供給されるとしたら、

居住を考えますか。

勉が丘

是川

。‘ 10l‘ 20‘ 30‘ 40‘ 50‘ eOl‘ 70l‘ 80'‘・0‘ 100‘

1・① "が上がっても ・③ 岡田町志賀品ロ③ 考刷、ロ④ わから恥 |
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3)衝なか居住となると、住居費の負担の増加が予想されます。どのくらいの家賃までの

負担であれば住んでもいいと恩われますか。下に金額をご能人ください。

最高 50000円 最 低 0円平均 21958円

4)家賃以外の条件でどのような袈件が構えば、 r街なかjの市営住宅に註んでみようと

思うか

緑のある街並み

エレベーター付きバリアフリー型市宮住唱

住宅の部鹿数は台所+6農が3つくらい、盆や正月に子どもが来たときに寝るところがないと困るの

で。気になるのは南類家iま地盤が低いので大津波が来れば心配

子どもに環境が良ければ

高齢のため、産療施設が近くにあること。

①パートですが、仕事が八戸駅、八食センター方面なので交通の便がよいこと(免許がないおで〉②

ス-/ミーがないので、大型スーパーが出来ればいい

窓の外の人目を気にしないでき伝活できると良い、緑の本を多く取ザ入れて。建物ばかりを毘て暮らす

のiま嫌ですね。

是川田地で良かった思います

駐車場付き

現在の市嘗住宅より大きめで是JIIにあれば良い

台所も広く、器産も広く、洗濯機が寵けるスペースがある

是JII団地もそうですが、芦を掛け合ったり近所付き合いを出来る、一緒iこボランチィアなど盛んに出

来たらいいなと思います。

一人暮ちしなので、衝なかに住むことはいろんな意味で充実した毎日が暮らせると思う。バリアフリ

ーな住宅が必要。

駐車場、目黒

自悠にあふれで、交通量を少なくて、子どもとって安全なら良いが、そうなるともうr衝なかjではない

ので結局、住んでみたいとは思わない

特に思っていません

躍があること、ペットが錦えること

公翻

静かなところ

日本人のみ
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*最後に、『街なかに住む」という今回のアンケートの内容に関連して、ご意見やご質問が

あればどうぞ御自由にお書き下さい。

街なか→公共施設などデパート、スーパー、駅などの集合地域

現在一人で子どもはいますが、将来年金で暮らすようになります。国民年金ですので出来るだけ安い金

額を希望します

田向地区に 65歳以上の人が入居できる2LDK位の市営住宅が出来れば良いと思います。老人の自立

力と介護保険の負担の減少にもなると思います

街なかに高層マンションをつくり生活するのは不安なので反対

年配になったら、病院、スーパーがそばにあると一番安心。子ども達に世話にならずに生活出来る場所

カtいし、。

このような研究がありびっくりしました。中心街も変わってし、くんだなあoともかく、都会みたいに建物が

密集した中で窓も開けられずカーテンをした中で住むのだけは嫌です

商庖がもう 1庖くらいあればいいと思います

何よりも家賃が安いことと駐車場が欲しい

今、郊外が発展しているので街なかには何の魅力もない。住むのであれば郊外がよい

是川団地は環境は良いが、早く建て替えて欲しい

みなさん街なかに住みたいと思っているで、しよう。ただ希望、叶わない希望だと思います。街にいれば便

利だし、新しいものも見られる、映画にも行ける、食べたいものも買いに行ける。ただ、この団地から抜

け出すすべを持っていないだけだと思いますo私がここに来てから 30年、子ども達もはなれ家族を持っ

ていて、歳をとった人だけが取り残されたって感じですo

高齢のため、このアンケートは代筆しています。一人暮らしの老人には少し難しいようで、した。

商庖街が郊外型になり寂しくなっているoこのままだと空洞化すると思う。住宅にというのはー案だ。

食分析結果の考察

①居住者層

両団地の居住者層を比較すると明らかに差異がある。是川団地は、 50歳代以降の単身、高齢

夫婦のみの世帯が中心である。一方、旭ケ丘団地は各世代が平均しており、是川より年代が若く就

学前~中学生の子どもをもっ核家族世帯が高くなっている。

高齢者の有無では、ほぽ8割に達しており、戸建て住宅より高齢者の率が高くなっている。

②今後の居住動向

両団地とも、回答者の 70%以上が今後も現在地に住むと回答している。理由としては、「家賃が

手頃Jとし、う回答を挙げる人が 27.8%と一番高い。さらに、現住地への不満が多く見られることを考

えると、消極的な選択であることがわかる。

「引越しを考えているJi引っ越す予定があるJを合わせて「引っ越したしリとすると約4分の1とな

る。引っ越したい理由は、「住まいに不満Jが約4分の1と一番高く、生活の利便性、住環境に不満
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などは 100/0未満と低くなっているa

居住形態は、戸建て持ち家が 47.2%とほぼ半分近くであり、次いで公営住宅が 27.8%となって

いる。

③衝なか居住の可能性

「衝なかに住んでみたいか」の設問には、 fぜひ住んでみたいJr条件次第で住んでもよ七'Jrい

ずれ住んでみてもよいjで約 450/0と回答しているむその理出としては、 f日常生活の利便性Jr公共

交通が褒利Jr医療施設が近い」の頼に高くなっている9

逆にf住んでみたくなしリは 55.4%あり、その理由としてはf住居費が割高になるJr生活環境が

良くないJr車の利用が不便Jの!頓に高くなっている9

f街なかに現在の住宅と同じ質の住宅jが供絵されるとしたら、「間程度の家賃」であれば 41.9%

が居住を考えるとし、「考えなしリが44.20/0としている号また「やや小さめの住宅Jが供給されるとした

ら、 f考えないJが61.6%であり前問とは反対の結果となっている。

e是JII団地と旭ケ丘団地の比較

衝なか居住の可能性では、 f街なかに住みたv'Jが是川で約4割、組ヶ丘で、約2割で、あるor衝な

かに現在の住宅と間じ質の住宅Jd?うるいはf小さめの住宅Jの場合でも、:h立ヶ丘が考えない割合が

高い。

f住みたくない理由jで、i土地ヶ丘が「住居費が割高j、是川ではf生活環境が良くなしリが一番高

くなっている。

これらのことから、単に引揺し予定を問う設問で、は問団地の自答の差異はなかったが、 f携なか

への引越しJの設関では、是JIIが旭ケ丘より高く両団地に明らかiこ差異が認められる。
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5.簿外居住かち簡なか居住への転換の可態性

戸建て住宅地および公営住宅居住者への意識調査から得られた結果をもとに考察すると、次の

ようなことがいえる。

f街なか居住民主一つのブームであり多くの中心市街地に分譲、賃貸ともマンションが増加してい

るむしかし、 f街なか居住Jの住まい手は誰なのか、どうし、った層なのかとし、うことを明確に調査した

ものは見受けられない。

仮説としては、 f簡なか居住Jの住まい事として郊外住宅地の居住者が有力な層の一つであると

した。その理由としては、郊外住宅地の居住者麗が、現在地に居住して概ね 20年から 30年が経

過していること、家族形態の変化、生活の利便性、老後、冬期間の雪などの問題等より、住み替え

として衝なかを選択しているのではないかと考えたからである。

本調査結果からは、戸建て住宅、市営住宅とも定住意向が高く、街なかへの転居需要は低く、

「衝なか居住jはまだまだ捜透度は低いと読み取れる。

しかし、例をあげると戸建て街なかに住んでみたし功￥とし、う間いでfぜひJr条件次第でJrいずれ

住んでみたいJと必ずしも積極的な状祝ではないにしろ、これらを合わせると約 35%にのぼる。市

営住宅では約 45%、さらに現在と閉じ住宅の質が確保されるならばf関程度の家賃及び多少家賃

があがってもJでは約 49誌にも遣する。数字をみればすべて全体の半分に満たないとはいえ、「衝

なか居住jに関する潜在的ニーズは確実に存主しているものと解釈できるO

現在、八戸市においては、住宅マスタープランで借り上げ市営住宅を中心市街地に供給すると

し、平成 16年度の都心地区再生プロジェクト事業計留でも佼童づけ、具体的な検討に入っているむ

市営住宅居住者のこの状況から、かなりのニーズが発生することも考えられる

ただ衝なか居住のメラットはあっても実擦の居住にはハードルが高そうであるo住岩費の負担と

いう関いには、実際の住居費の負担となると戸建て平均月 5"'"'6万円、公営住宅平均月 2"'"'3万円

の負担が判断基準となっており、八戸市の家賃水準を考えると現実には経済的に難しい状洗と考

えられる。

衝なかに住みたくない理由では、郊外部の環境安評価し、衝なかのメリットを感じない、衝なかは

それほど生活の利便性が高くないとしづ意見である。地方都市においては、まだまだ持ち家戸建

住宅が高く、また中心市街地が居住地としての魅力を感じない、またf簡なかjとし、うものがはっきり

とイメージできないとし、うこともあるだろう。これらは、衝なか居住のもつ課題ともいえるO

また、定住意向が高いとされた住宅地にも開題が指摘された。現住地に住んでいることでの将

来、加齢をはじめとしたライブステージの変化によっては、郊外住宅地への不満の高まり、逆に街

なか居住への新たなニーズの発生も考えられるで主うろう。

このように本調査においては、街なか居住への潜在的ニーズや期待を把握できたこと、しかし

f街なか居住」を進めるにあたっては、中心市街地の魅力の少なさに代表されるように、まだ問題点

が多いことが明らかになったo今後、八戸市のような地方都市においては、 f衝なか府住jの推進と

郊外住宅地の整舗が並び立つかどうかが大きな課題となりそうである。
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第6章結論一地方都市におけるf街なか居住j政策の方向性一

1.はじめに

中心市前地活性化施策の切り札として、数年前からf街なか居住jがク口ーズアップされるように

なってきている。それまで、中小企業庁や通産省の檎助のもとに進められてきた商業近代化施策

に商席携の命還をかけてきた酪癌主たちにとって、アーケード事業のような自に見える効果が現れ

lこくし、住宅事業は、あまり触手を伸ばしたくない領域であったG しかし、旭川の翼い物公閣の客足

が今ひとつだとか、イ出会の一番町ショッヒ。ングモールにシャッターが降りたままの場所が登場し始

めているとか、様々な苦労の末に壮大な高薦アーケードを完成させた直後に中心的役割を担って

きた唐舗が倒産したとか、全国の地方都市の中心市街地には様々な悲観的な話が渦巻いている

のであるむその中で¥rもしかしたら・・っとし今期待感を気持ちの半分で緩めながら、高f苫衝に関わ

る人々の中に、 f街なか居住jのイメージが広がり始めたのがこの 2"'"'3年といったところであろう。

2.街なか居住ブームからの脱却に向けて

現実の地方都市の中では、高齢者をターゲットにしたマンション戦略が自白押しである。本調査

では、敢えて中央の開発事業者によるマンション建設を研究対象からはずして、描祉機能との複

合型の住宅であるとか、地域の知恵から生まれる新たな「衝なか居住Jのための空間整備に焦点を

あててきたG

しかし、これまで、集合在宅居住に関する需要が全国の中でも低い地域であった東北の場合、マ

ンション建設は、かなり顕著な現象となってきている。いわゆる何度かのマンションブームの中で、

大手ディベ口ツパーが全国的に進出していった時代で、あっても、東北の地方都市ではそれ抵どマ

ンション立地は進まなかった。しかし、ここに来て、東北の中小都市は間違いなくマンションブーム

になっている。

そこに本論の核心を述べる必要を感じるのである。街なか居住のブームに乗る形で生まれている

中心市街地の居住空間には、実は大きく二つのタイプがあるとし、うことを我々が認識しておく必要

があるのである。外見的には全く同じ現象として理解されてしまいがちであるG しかし、地方のまち

づくりという視点、から香って、二つの現象には大きな溝が存在しているのである。

まず最初に、最近、特に顕著に見られる一つ自のタイプについて触れておく。端的に言えば、大

手ではない他の地方のマンション供給業者が、東北の各都市に高麗のマンションを建設していく

手法である。現在、弘前市でも駅前地区に2つの?ンションが建設中で、ある。駅前地区の区嗣整

理の後に、なかなか姿を現さなかった上物が、いとも簡単に登場しようとしている。ロンパクトシティ

を標携する青森市では、青森釈に欝接する溝算事業団の土地に、高齢者をターゲ、ットにした高層

マンションが登場し、即、完売したとしち話題で持ちきりであるG 既に、 5"'"'6匹のドジョウが、市内に

姿を現しつつある。

本研究調査で訪れた秋田市の中心市街地に存在するf仲小路モーノレjは、医療施設の襖合化

を自指した樹期的な集合在宅であったが、それに近接する形で、ランドマークタワーと称される高

層マンションが、建設されており、中心市街地にかなり大きな存在惑を顕示しているので、あった。
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30階建てのマンションの最上階には温泉が設置され

ており、秋田市内では最も高い建物であった。供給業者

は、埼玉県のデ、イベロッパーであり、販売者は、東京の

大手不動産会社であった。

今や、東北のマンション市場は、環境の豊かな郊外部

に床面積の大きな高級マンションを建てるので、はなく、地

方都市の中心市街地に利便性や雪の問題を武器に、多

少小規模であっても供給することで成立しつつある。

東北地方でこれまで表に出てきにくかった潜在的な需

要を間違いなく喚起するであろうという確信を、開発業者

間違いなく持っている。しかし、本調査における八戸市の

アンケート調査で明らかになったように、この潜在的需要

は、開発側の期待からの見込みの部分が大きく、実際に

は郊外居住を続けていくことを志向する居住者が大半で

あった。その大きな理由は、二つに整理される。

一つは、街なか、いわゆる中心市街地の魅力の欠知である。商店街としての空洞化は、居住する

空間としての魅力自体をも喪失させることとなり、郊外の豊かな環境に長年住んできた居住者にと

って、敢えて自らの住宅を手放してまで街なかに移動する意義はあまり感じられないのである。

街なかにマンションに代表される集合住宅を建てただけでは、中心市街地の活性化は進んでい

かない。むしろ、集合住宅の成立し得る周辺環境の早急な整備は必須である。

一方で、郊外住宅地の持続可能性を、「街なか居住」の進展と切り離すことはできない。郊外で

住宅ローンを組んでやっと手に入れた戸建て持家を処分してまで、街なかに転居するという発想は

普通の場合は発生しにくい。今回の八戸調査でも、それは明らかで、あった。

しかし、郊外の中古住宅マーケットに対する施策を講じない限り、街なか居住の進展は期待でき

ないであろうし、何よりも郊外住宅地の将来像を描くこと自体が不可能になるのである。

以上のように、「街なか居住Jは、単に地方都市の中心市街地活性化のための戦略という位置づ

けというよりは、都市そのものの持続可能性をいかに確保していくかという視点に立って、郊外に対

する施策と連動させながら進めていく都市計画であると言えよう。今こそ、 「街なか居住Jをキーワー

ドに、地方都市の新たな都市計画論を確立すべき時期と考える。
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